
六 ヶ 所 再 処 理 施 設 に お け る

新 規 制 基 準 に 対 す る 適 合 性

安全審査 整理資料

第 34 条 臨界事故の拡大を防止するための設備

提出年月日 令和２年７月13日 R21 

日本原燃株式会社

1

【公開版】



 

目  次  

 

１章  基準適合性  

１．  概要  

1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備  

1.1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備  

1.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

1.1.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に

使用する設備  

1.1.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

1.2 臨界事故の拡大を防止するための設備の主な設計方針  

1.2.1 臨界事故の拡大を防止するための設備  

1.2.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

1.2.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に

使用する設備  

1.2.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

 ２．設計方針  

2.1 臨界事故の拡大を防止するための設備  

2.1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備  

2.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

2.1.1.2 計装設備  

2.1.1.3 電源設備  

 

2



 

2.1.2.1 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に

使用する設備  

2.1.2.2 計装設備  

2.1.2.3 電源設備  

 

2.1.3.1 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

2.1.3.2 計装設備  

2.1.3.3 電源設備  

2.1.3.4 監視測定設備  

 

  2.2 多様性，位置的分散  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用す

る設備  

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

  2.3 悪影響防止  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備  

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

  2.4 容量等  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

3



 

する設備  

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

  2.5 環境条件等  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備  

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

  2.6 操作性の確保  

ａ．操作の確実性  

(ａ )  可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

( ｂ )  臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備  

(ｃ )貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 

ｂ．系統の切替性  

ｃ．可搬型重大事故等対処設備の常設設備との接続性  

ｄ．再処理事業所内の屋外道路及び屋内通路の確保  

 

  2.7 試験・検査  

 

３．主要設備及び仕様  

 

 

4



 

第 34.１表  臨界事故の発生を仮定する機器  

第 34.２表  臨界事故の対処に用いる主要設備の仕様  

第 2.1－１図～２図  系統概要図  

第 2.1－３図～４図  接続口位置図  

第 2.1－５図  可溶性中性子吸収材の自動供給及び放射性物質

の貯留に係る自動シーケンス  

２章  補足説明資料  

  

5



令和２年４月 28日 R13 

１章 基準適合性
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1－1 

重大事故は、再処理規則第１条の３において、設計上定める条

件より厳しい条件の下において発生する事故であって、次に掲げ

るものとされている。  

一 セル内において発生する臨界事故

二 使用済燃料から分離された物であつて液体状のもの又は液

体状の放射性廃棄物を冷却する機能が喪失した場合にセル

内において発生する蒸発乾固  

三 放射線分解によつて発生する水素が再処理設備の内部に滞

留することを防止する機能が喪失した場合にセル内におい

て発生する水素による爆発  

四 セル内において発生する有機溶媒その他の物質による火災

又は爆発  (前号に掲げるものを除く。 )  

五 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の著しい損傷  

六 放射性物質の漏えい  (前各号に掲げる事故に係るものを除

く。 ) 

このうち、「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する

規則」（以下「事業指定基準規則」という。）第三十四条では、

以下の要求がされている。  
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1－2 

（臨界事故の拡大を防止するための設備）  

第三十四条  セル内において核燃料物質が臨界に達することを

防止するための機能を有する施設には、再処理規則第一条の

三第一号に規定する重大事故の拡大を防止するために必要

な次に掲げる重大事故等対処設備を設けなければならない。 

 

一  未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設

備  

 

二  臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の流

路を遮断するために必要な設備及び換気系統の配管内が

加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部

へ放射性物質を排出するために必要な設備  

 

三  臨界事故が発生した場合において放射性物質の放出によ

る影響を緩和するために必要な設備  

 

（解釈）  

１  第１項第１号に規定する「未臨界に移行し、及び未臨界を

維持するために必要な設備」とは、設計基準の要求により

措置した設備とは異なる中性子吸収材の貯槽への注入設備、

溶液の回収・移送設備等をいう。  

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するお

それがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。 

２  第１項第２号に規定する「臨界事故が発生した設備に接続
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1－3 

する換気系統の配管の流路を遮断するために必要な設備」

とは、閉止弁、密閉式ダンパ等をいい、「換気系統の配管内

が加圧状態になった場合にセル内に設置された配管の外部

へ放射性物質を排出するために必要な設備」とは、水封安

全器等をいう。  

また、設備の必要な個数は、当該重大事故等が発生するおそ

れがある安全上重要な施設の機器ごとに１セットとする。  

３  第１項第３号に規定する「放射性物質の放出による影響を

緩和するために必要な設備」とは、セル換気系統を代替す

るための設備をいう。  

また、セル換気系統の放射性物質を低減する機能を代替す

るための設備の必要な個数は、再処理施設に設置された排

風機の台数と同数とする。  

４  上記１及び２については、設備の信頼性が十分に高いと判

断されない場合には、多様性も考慮して動作原理の異なる

設備を追加すること。  

５  同時に又は連鎖して発生する可能性のない事故の間で、設

備を共用することは妨げない。

６  上記の措置には、対策を実施するために必要となる電源、

施設の状態を監視するための設備の整備を含む。
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1－4 

＜適合のための設計方針＞  

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止するた

めの機能を有する施設には，重大事故の拡大を防止するために必

要な次に掲げる重大事故等対処設備を設ける設計とする。  

 

第一号について  

臨界事故が発生した設備を未臨界に移行し，及び未臨界を維持

できるようにするために必要な重大事故等対処設備を設置する

設計とする。  

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

場合，臨界事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を供給し，

臨界事故が発生した機器を未臨界に移行するために必要な重大

事故等対処設備として代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を設ける設計とする。また，

緊急停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料

物質の移送を停止することで未臨界を維持するために必要な重

大事故等対処設備として，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を設ける設計とす

る。  

 

第二号について  

臨界事故が発生した設備に接続する換気系統の配管の 流路を

遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に設

置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにするため

に必要な重大事故等対処設備を設置する設計とする。  
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1－5 

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事

故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。  

 

第三号について  

臨界事故が発生した場合において，放射性物質の放出による影

響を緩和するために必要な重大事故等対処設備を設置及び保管

する設計とする。  

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留し，

大気中への放射性物質の放出量を低減するために必要な重大事

故等対処設備として廃ガス貯留設備を設ける設計とする。廃ガス

貯留設備は第二号に掲げる設備と兼用する。  

また，臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発

生した場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気

に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を

機器等に供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部

における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ

換算４ｖｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設

備として臨界事故時水素掃気系を設ける設計とする。  
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1－6 

1. 概要

1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備

セル内において核燃料物質が臨界に達することを防止する

ための機能を有する施設として，臨界事故への対処に係る有効

性を評価する施設には，未臨界に移行し，及び未臨界を維持す

るとともに，臨界事故が発生した機器に接続する配管の流路を

遮断し，換気系統の配管内が加圧状態になった場合にセル内に

設置された配管の外部へ放射性物質を排出できるようにし，放

射性物質の放出による影響を緩和するために必要な重大事故

等対処設備を設置及び保管する。  

臨界事故の拡大を防止するための設備は，「可溶性中性子吸

収材の自動供給に使用する設備」，「臨界事故により発生する放

射線分解水素の掃気に使用する設備」及び「貯留設備による放

射性物質の貯留に使用する設備」で構成する。  

1.1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備

臨界事故が発生した場合には，「可溶性中性子吸収材の自動

供給に使用する設備」を用いて，臨界事故が発生した機器に可

溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行できる設計

とする。また，臨界事故が発生した機器への固体状又は液体状

の核燃料物質の移送を停止することで，未臨界を維持できる設

計とする。  

また，臨界事故が発生した場合には，「臨界事故により発生す

る放射線分解水素の掃気に使用する設備」を用いて，一般圧縮

空気系から空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより
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1－7 

機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に

維持できる設計とする。  

さらに，「貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備」

を用いて，臨界事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留す

ることで，大気中への放射性物質の放出量を低減できる設計と

する。  

1.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備

可溶性中性子吸収材を自動的に供給するため，溶解施設の代

替可溶性中性子吸収材緊急供給系，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給系，精製施設の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，

安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供給

回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び工程計装設

備の一部を常設重大事故等対処設備として新たに設置する。

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として配備

する。  

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部で

ある安全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機器（第 34．

１表）及び電気設備の一部である受電開閉設備等を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給系

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽  ２基（１基／系

列 )
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1－8 

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 ４基（２基／系

列 )

・ 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁

２系列

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用 )

ｂ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース

酸洗浄槽用）  ２基（１基／系列 )

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース

酸洗浄槽用）  ４基（２基／系列 )

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（エン

ドピース酸洗浄槽用）（設計基準対象の施設と兼用 )

２系列

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル洗浄槽用） 

２基（１基／系列 )

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

４基（２基／系列 )

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（ハル

洗浄槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) ２系列

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第５一時貯

留処理槽用）  １基

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留

処理槽用）  ２基

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第５

一時貯留処理槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) １
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1－9 

系列  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第７一時貯

留処理槽用）  １基  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留

処理槽用）  ２基  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第７

一時貯留処理槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) 

 １系列  

・  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用 ) 

・  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用 ) 

ｃ ） 臨界事故の発生を仮定する機器（設計基準対象の施設と

兼用）（第 34．１表）  

ｄ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路  

・  緊急停止系（前処理施設用，電路含む）１式  

ｅ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路  

・  緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）１式  

・  緊急停止系（精製建屋用，電路含む）１式  

ｆ ）  工程計装設備  

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第 43 条  計装設

備）  ６基（３基／系列 ) 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）（第

43 条  計装設備）  ６基（３基／系列 ) 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備）  ６基（３基／系列 ) 
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1－10 

・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  ３基  

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  ３基  

ｇ ） 電気設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 42 条  電源

設備）  

ｇ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器  

・  受電開閉設備  

・  受電変圧器  

ｇ － ２ ）  所内高圧系統  

・  6.9ｋＶ非常用主母線  

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・  6.9ｋＶ非常用母線  

・  6.9ｋＶ運転予備用母線  

ｇ － ３ ）  所内低圧系統  

・  460Ｖ非常用母線  

・  460Ｖ運転予備用母線  

ｇ － ４ ）  直流電源設備  

・  第２非常用直流電源設備  

・  直流電源設備  

ｇ － ５ ）  計測制御用交流電源設備  

・  計測制御用交流電源設備  

 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

ａ ）  工程計装設備（第 43 条  計装設備）  
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ａ － １ ）  ガンマ線用サーベイメータ（第 43条  計装設備）  

   ３基（予備として故障時のバックアップを２台）  

ａ － ２ ）  中性子線用サーベイメータ（第 43条  計装設備）  

   ３基（予備として故障時のバックアップを２台）  

 

  

17



1－12 

1.1.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備  

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気を実施するた

め，安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路を常設重大

事故等対処設備として新たに設置する。  

工程計装設備の一部を可搬型重大事故等対処設備として新た

に配備する。  

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部で

ある一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮

定する機器に接続する溶解設備の一部である配管，精製建屋一

時貯留設備の一部である配管及び工程計装設備の一部である配

管，臨界事故の発生を仮定する機器（第 34.１表）並びに電気設

備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  重大事故時水素掃気系  

・  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・  機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と

兼用）  16系列  

ｂ ）  臨界事故の発生を仮定する機器（設計基準対象の施設と

兼用）（第 34．  
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１表）  

c）  工程計装設備  

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第 43 条  計装設

備）  ６基（３基／系列 ) 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）（第

43 条  計装設備）  ６基（３基／系列 ) 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備）  ６基（３基／系列 ) 

・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  ３基  

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  ３基  

ｄ ） 電気設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 42 条  電源

設備）  

ｄ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器  

・ 受電開閉設備  

・ 受電変圧器  

ｄ － ２ ）  所内高圧系統  

・ 6.9ｋＶ非常用主母線  

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・ 6.9ｋＶ非常用母線  

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線  

ｄ － ３ ）  所内低圧系統  

・ 460Ｖ非常用母線  

・ 460Ｖ運転予備用母線  
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ｄ － ４ ） 直流電源設備

・ 第２非常用直流電源設備

・ 直流電源設備

ｄ － ５ ） 計測制御用交流電源設備

・ 計測制御用交流電源設備

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備

ａ ）  臨界事故時水素掃気系

・可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハ

ル洗浄槽用）

数量  ６本（うち４本は故障時バックアップ）

・可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留

処理槽用）

  数量  ６本（うち４本は故障時バックアップ）

ｂ ）  工程計装設備  

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第 43条 計装設備）

  18台（予備として故障時及び待機除外時のバックアッ

プを 14台）
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1.1.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

臨界事故の発生を仮定する機器において臨界事故が発生した

場合，当該重大事故で発生した放射性物質を含む気体を貯留す

ることで大気中への放射性物質の放出量を低減し，貯留後に高

い除染能力が期待できる平常運転時の放出経路であるせん断処

理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）に復旧するため，廃ガス

貯留設備の隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃ガス貯留槽，配管・

弁，安全保護回路の一部である代替可溶性中性子吸収材緊急供

給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び重大事故

時供給停止回路及び工程計装設備の一部を常設重大事故等対処

設備として新たに設置する。  

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，

隔離弁及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一

部である主配管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒子フ

ィルタ，排風機，隔離弁及び主配管・弁，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部である主配管，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の高レベル濃縮

廃液廃ガス処理系の一部である主配管，主排気筒，冷却水設備

の一部である一般冷却水系，圧縮空気設備の一部である一般圧

縮空気系及び安全圧縮空気系，低レベル廃液処理設備の一部で

ある第１低レベル廃液処理系，工程計装設備の一部，電気設備

の一部である受電開閉設備等，放射線監視設備の一部並びに試
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料分析関係設備一部を常設重大事故等対処設備として位置付け

る。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  廃ガス貯留設備（前処理建屋用）  

・廃ガス貯留設備の隔離弁   ４基（２基／系列×２系列） 

・廃ガス貯留設備の空気圧縮機   ２台（うち１台は予備） 

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁   １基  

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽   １式  

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列  

ｂ ）  廃ガス貯留設備（精製建屋用）  

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁   ２基  

・廃ガス貯留設備の空気圧縮機   ３台（うち１台は予備） 

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁   １基  

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽   １式  

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列  

ｃ ）  せん断処理・溶解廃ガス処理設備  

・凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）   

・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

・排風機（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）   ６基  

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  ３系列  

ｄ ）  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備  塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）  

・凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）  
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・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

・排風機（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）   ２基  

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）   １系列  

ｅ ）  前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備  

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）  １系列  

ｆ ）  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理

設備  

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）  １系列  

ｇ ）  高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系  

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）  １系列  

ｈ ）  主排気筒  

・ 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）  

ｉ ）  圧縮空気設備  

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

ｊ ）  給水設備  

・ 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用）  

ｋ ）  低レベル廃液処理設備  

・ 第１低レベル廃液処理系（設計基準対象の施設と兼用） 

ｍ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路  

・  緊急停止系（前処理施設用，電路含む）１式  

ｎ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路  

・  緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）１式  
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・  緊急停止系（精製建屋用，電路含む）１式  

ｏ ）  計装設備  

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）（第 43 条  計装設

備）  ６基（３基／系列 ) 

・臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）（第

43 条  計装設備）  ６基（３基／系列 ) 

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）（第 43 条  計

装設備）  ６基（３基／系列 ) 

・臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  ３基  

・臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）（第 43

条  計装設備）  ３基  

・溶解槽圧力計（設計基準対象の施設と兼用）（第 43条  計

装設備）  

・ 廃ガス洗浄塔入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用）

（第 43条  計装設備）  

・ 廃ガス貯留設備の圧力計（第 43条  計装設備）  

・ 廃ガス貯留設備の流量計（第 43条  計装設備）  

・ 廃ガス貯留設備の放射線モニタ（第 43条  計装設備）  

ｐ ） 電源設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 42 条  電源

設備）  

ｐ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器  

・ 受電開閉設備  

・ 受電変圧器  

ｐ － ２ ）  所内高圧系統  
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・ 6.9ｋＶ非常用主母線  

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・ 6.9ｋＶ非常用母線  

・ 6.9ｋＶ運転予備用母線  

ｐ － ３ ）  所内低圧系統  

・ 460Ｖ非常用母線  

・ 460Ｖ運転予備用母線  

ｐ － ４ ）  直流電源設備  

・ 第２非常用直流電源設備  

・ 直流電源設備  

ｐ － ５ ）  計測制御用交流電源設備  

・ 計測制御用交流電源設備  

ｑ ）  試料分析関係設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 45

条  監視測定設備）  

・ 放出管理分析設備  

ｒ ）  放射線監視設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 45 条  

監視測定設備）  

・ 主排気筒の排気モニタリング設備  
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1.2. 臨界事故の拡大を防止するための設備の主な設計方針  

1.2.1 臨界事故の拡大を防止するための設備  

1.2.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又

は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線

検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事故が

発生した機器に対して可溶性中性子吸収材を自動で重力流によ

り供給する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収

材緊急供給槽及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大

事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行するため

に必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。代替可

溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路の臨界検知用放射線検出器により，臨界事故が発

生した機器周辺の線量率の上昇を検知し，臨界事故が発生した

と判定したことを条件とし，直ちに経路上の弁を開放すること

により，自動で臨界事故が発生した機器に，重力流で可溶性中

性子吸収材を供給し， 10 分以内に可溶性中性子吸収材の供給が

完了できる設計とする。また，弁を多重化すること等により，臨

界事故時に確実に可溶性中性子吸収材を供給できる設計とする。

さらに，可溶性中性子吸収材の供給が自動で開始されたことを，

中央制御室において確認できる設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収

材緊急供給槽又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大
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事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包するため，

化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，具体的

には適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作による漏えい

を防止する。  

臨界事故は内的事象を要因として発生を仮定するため，外的

事象を要因とした設備の損傷は仮定しない。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設計基準事故に対処

するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，可

溶性中性子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，独立

性を有する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，

化学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理等の対

応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するための

機能を損なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収

材緊急供給系主配管及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発

生前（通常時）の分離された状態から弁等の操作により重大事

故等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に供
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給できるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１基当たり１系

列で構成する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収

材緊急供給槽又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大

事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器

を未臨界に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に

対して容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包で

きる設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。  

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その濃

度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約 150

ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系又は重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，臨界事故時において，臨界検知用放射線

検出器の誤差を考慮して確実に作動する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系又は重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施

設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋に設

置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施

設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けな

い高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系又は重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，配管の全周破断に対して，適切な材質と
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することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系又は重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸収

材緊急供給系主配管又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給系

の重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用

する系統から速やかに切り替えることができるよう，系統に必

要な弁等を設ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有

する施設の系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り

替えられる設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系又は重大事故時可溶性中

性子吸収材供給系は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。性能確認におい

ては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路からの信号による

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁又は重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性

子吸収材供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試

験及び検査を実施する。  

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界

事故が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計
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測することで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に

検知できる設計とする。臨界検知用放射線検出器は，臨界事

故の発生を仮定する機器１基当たり３台を設ける設計とす

る。また，臨界検知用放射線検出器の種類は，放射線の測定

原理が単純であり，放射線計測分野で多く用いられているガ

ンマ線用検出器とする。さらに，高線量に曝露された場合で

も窒息現象が生じにくい測定方式とする。臨界検知用放射線

検出器からの警報信号は臨界検知用放射線検出器の論理回路

に入力し，論理回路により臨界事故の発生を判定する設計と

する。臨界事故の発生の判定には，臨界検知用放射線検出器

の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線検出器３台からの

警報の「２  out of ３」論理を用い，同時に２台以上の臨界

検知用放射線検出器から警報が発せられた場合に臨界事故が

発生したと判定する。臨界検知用放射線検出器の論理回路

は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制御室に警

報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代替可溶性中

性子吸収材緊急供給回路にあっては代替可溶性中性子吸収材

緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開

信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号及び廃ガス貯

留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離弁の閉信号

を発することができる設計とし，重大事故時可溶性中性子吸

収材供給回路にあっては，重大事故時可溶性中性子吸収材供

給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設備の隔離弁の開信号，

廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号，廃ガス貯留設備の

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は廃ガス貯留設備の精製
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建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）の隔離弁の閉信号及び精製建屋塔槽類廃ガス処理設

備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機の停止

信号を発することができる設計とする。  

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設

備からとし，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警

報を発することがない設計とする。臨界検知用放射線検出器

の配置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知し

やすいよう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させ

るとともに，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知でき

る設計とする。臨界検知用放射線検出器の測定範囲について

は，想定される臨界事故の規模（プラトー期における核分裂

率が１×10 1 5ｆｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一

桁の上振れ又は下振れを生じた場合においても測定できるよ

う設定する。  

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界

事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×101 5ｆｉｓ

ｓｉｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上

昇を検知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通

常想定される線量率の変動を考慮するとともに，バックグラ

ウンドレベルの 50倍を目安に設定する。臨界検知用放射線検

出器の論理回路は，１系列当たり２台設ける多重化構成と

し，臨界検知用放射線検出器の信号が分配されて入力され

る。そのため，片方の論理回路の機能が喪失した場合でも，

臨界事故の検知機能を喪失しないよう設計する。臨界検知用
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放射線検出器は，複数の検出器及び論理回路のいずれかにお

いて故障を検知した場合に中央制御室に故障警報を発するこ

と又は運転員による指示値の確認を行うことにより，速やか

に異常を把握できる設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊

急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停

止する回路である重大事故時せん断機停止回路から構成し，

臨界事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停

止することで，未臨界を維持できる設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，

緊急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を

停止する回路である重大事故時せん断機停止回路，精製建屋

第５一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁及び精

製建屋第７一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁

である重大事故時移送液停止弁から構成し，臨界事故が発生

した機器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで，未臨界を維持できる設計とする。  

また，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故

時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の

確認が可能な設計とする。  

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことか

ら，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解施設又

は精製施設の臨界事故の発生を仮定する機器間で兼用する。

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，設計基準事故に

対処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路
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及びせん断停止回路と共通要因によって同時にその機能が損

なわれるおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回

路及びせん断停止回路と異なる設備とすることで，独立性を

有する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路は，自然現象，人為事象，溢水，化

学薬品漏えい，火災及び内部発生飛散物に対して修理等の対

応，関連する工程の停止等により重大事故等に対処するため

の機能を損なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，臨界事故の発生を

仮定する機器当たり１系列で構成する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生

した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス

貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設定す

るとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単一

故障を考慮した数量を有する設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発

生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃

ガス貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設

定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の

単一故障を考慮した数量を有する設計とする。  
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代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線

検出器は，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射

線検出器は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２系

列を設置する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故の発

生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備

を１セット確保する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破断に対して，影響

を受けない場所に設置することにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路は，想定される重大事故等が発生し

た場合においても操作に支障がないように，中央制御室で操

作可能な設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は中央制御室において

緊急停止操作スイッチを押下することで作動する設計とし，

臨界事故の発生の判定後１分以内に操作できる設計とする。

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶
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性中性子吸収材供給回路は，再処理施設の運転中又は停止中

に外観点検，性能確認等が可能な設計とする。  
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1.2.1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備  

臨界事故の発生を仮定する機器において，臨界事故が発生した

場合，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，

可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空気系から空気を機器に

供給し，水素掃気を実施することにより，機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖ

ｏｌ％未満に移行するために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合，安

全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に加え，可搬型

建屋内ホースを敷設し，一般圧縮空気系から空気を機器に供給し

水素掃気を実施することにより，機器の気相部における水素濃度

をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未

満に移行する。  

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空気供

給配管・弁は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火

災及び内部発生飛散物に対して修理等の対応，関連する工程の停

止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設計

とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，臨界事故時水

素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と共通要因によって同時に

その機能が損なわれるおそれがないように，故障時バックアップ

も含めて必要な数量を臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供
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給配管・弁が設置される前処理建屋及び精製建屋から 100ｍ以上

の離隔距離を確保した外部保管エリアに保管するとともに，対処

を行う建屋にも保管することで位置的分散を図る。対処を行う建

屋内に保管する場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供

給配管・弁が設置される場所と異なる場所に保管することで位置

的分散を図る。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故時水

素掃気系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，臨界事故環境下に

おける放射線の影響も含めて共通要因によって接続することが

できなくなることを防止するため，臨界事故発生機器からの接続

口までの建屋躯体による遮蔽を考慮の上，前処理建屋及び精製建

屋内の適切に離隔した隣接しないそれぞれ互いに異なる複数の

場所に設置する設計とする。  

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）の離隔

若しくは分離された状態から弁等の操作や接続により重大事故

等対処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影

響を及ぼさない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一般

圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃

度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要な空気を

供給できる設計とする。また，臨界事故時に追加的に空気を供給

する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設の仕様が，臨界事

故が発生した機器の気相部における水素濃度をドライ換算４ｖ

ｏｌ％未満に維持するために必要な流量に対し，十分な容量を確

保できる設計とする。  
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臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前処理

建屋に 12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設計とする。 

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷設

ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保する

とともに，建屋内に保管するホースについては１本以上の予備

を含めた個数を必要数として確保する。  

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発生を仮定する機器ご

とに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。  

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び化学

薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被水

防護及び被液防護する設計とする。  

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適切な材

質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体

（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないよ

うに，線量率の高くなるおそれの少ない場所を選定する。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの保管，被水
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防護及び被液防護する設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発生飛散

物の影響を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部発生飛散物の

影響を受けない場所に保管することにより，機能を損なわない設

計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の全周破

断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，

有機溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又は精製建屋内に保管

することにより，機能を損なわない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定される重

大事故等が発生した場合においても設置及び常設設備との接続

に支障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない設置場所

を選定し，当該設備の設置場所で操作可能な設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネクタ接続

に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続

が可能な設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，速やか

に切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計

とし，現場においてそれぞれ簡易な接続及び弁等の手動操作によ

り，安全機能を有する施設の系統から重大事故等対処設備の系統

に速やかに切り替えられる設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，容易か

つ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用することがで

きるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧力及び温度に応じた

コネクタ接続とする設計とする。  

39



1－34 

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及び

機器圧縮空気供給配管・弁は，再処理施設の運転中又は停止中に

外観点検，分解確認等が可能な設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，員数確認が可能な設計とする。  

 

  

40



1－35 

1.2.1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場合に，

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出するため，

廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設

備の空気圧縮機を自動で起動する。同時に，前処理建屋におい

てはせん断処理・溶解廃ガス処理設備の流路を遮断するため，

当該系統上の隔離弁を自動閉止する。精製建屋においては精製

建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウ

ム系）の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止

するとともに排風機を自動停止する。  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出におい

ては，重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気

中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の経路を遮断することで導出することとし，具

体的には約１分以内で導出できるよう設計する。  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽が所定の圧力に達した場合，

中央制御室からの操作により，せん断処理・溶解廃ガス処理設

備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の隔離弁を開放するとともにせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を起動した場合であ
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っても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けることで，廃ガス貯留

設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）への放射性物質の逆流が生じない設計とする。その

後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を閉止し，

廃ガス貯留設備の空気圧縮機を停止する。これらの操作により，

排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃

ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主

排気筒を介して大気中へ放出する。  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発生

を起点として１時間にわたって放射性物質を含む気体を導出で

きる容量を有する設計とする。  

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの経路

に復旧する操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所

定の圧力に達したことを起点として約３分以内に実施できる設

計とする。引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空気圧縮機の

停止は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類

廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

の経路に復旧する操作の完了を起点として約５分以内に実施で

きる設計とする。  

想定される重大事故等において操作する廃ガス貯留設備の隔

離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又

は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル
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トニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の確認が可

能な設計とする。  

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニ

ウム系）と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそ

れがないよう，弁により隔離することで，独立性を有する設計

とする。廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設備と共通要

因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，系

統構成として独立性を有する設計とする。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設は，自然現象，人為事象，溢水，化学薬品漏えい，火

災及び内部発生飛散物に対して修理等の対応，関連する工程の

停止等により重大事故等に対処するための機能を損なわない設

計とする。  

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有する施

設として使用する系統構成から重大事故等対処設備としての系

統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故が発生した場合

において，臨界事故により発生した放射性物質を含む気体を貯

留するために必要な容量を有する設計とするとともに，動的機

器である廃ガス貯留設備の空気圧縮機及び弁は，多重化した設

計とし，廃ガス貯留設備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系

列を設置する設計とする。  
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廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定する機器ごとに，

重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保する。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設置し，

風（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及び化

学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設置，被

水防護及び被液防護する設計とする。  

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質と

することにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶

液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。  

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故等が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な設

計とする。  

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。  

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切り

替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計とし，

弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から重大事故等

対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計とする。  

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。性能確認におい

ては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可溶
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性中性子吸収材供給回路からの信号による廃ガス貯留設備の隔

離弁及び空気圧縮機の作動試験等を行うことにより定期的に試

験及び検査を実施する。  
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2. 設計方針

2.1 臨界事故の拡大を防止するための設備

臨界事故の拡大を防止するための設備は，「可溶性中性子吸

収材の自動供給に使用する設備」，「臨界事故により発生する放

射線分解水素の掃気に使用する設備」及び「貯留設備による放

射性物質の貯留に使用する設備」で構成する。  

2.1.1 臨界事故の拡大を防止するための設備

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を仮定する機

器の臨界事故の発生を判定した場合，代替可溶性中性子吸収材

緊急供給槽及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽から臨界

事故が発生した機器に可溶性中性子吸収材を自動で重力流によ

り供給する。  

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を仮定する機

器の臨界事故の発生を判定した場合，中央制御室における緊急

停止系の操作によって速やかに固体状又は液体状の核燃料物質

の移送を停止する。  

また，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系による水素掃気に

加え，可搬型建屋内ホース，弁等を敷設し一般圧縮空気系から

空気を機器に供給し水素掃気を実施することにより，機器の気

相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満 に維持す

る。  

臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生を仮定する機

器の臨界事故の発生を判定した場合に，廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽に放射性物質を導出するため，廃ガス貯留設備の隔離

46



2－2 

弁を自動開放するとともに廃ガス貯留設備の空気圧縮機を自動

で起動する。同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃

ガス処理設備の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自

動閉止し，精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理設備

塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断するため，

当該系統上の隔離弁を自動閉止するとともに排風機を自動停止

する。  

また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力（ 0.

４ＭＰａ [gage]）に達した場合，中央制御室からの操作により，

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放

するとともにせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔

槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の

排風機を起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を

設けることで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・

溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類

廃ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じ

ない。  

その後，中央制御室からの操作で貯留設備の廃ガス貯留設備

の隔離弁を閉止し，空気圧縮機を停止する。これらの操作によ

り，排気をせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽

類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から

主排気筒を介して大気中へ放出する。  

臨 界 事 故 の 拡 大 を 防 止 す る た め の 設 備 は ， 2.1.1.1 か ら

2.1.3.4 で構成する。  
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2.1.1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備は，臨界事故

が発生した場合に，未臨界に移行し，及び未臨界を維持できる

ようにするため，溶解施設の代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系，精製施設の重大事

故時可溶性中性子吸収材供給系を常設重大事故等対処設備と

して新たに設置する。  

また，設計基準対象の施設と兼用する圧縮空気設備の一部で

ある安全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機器（第 34．１

表）を常設重大事故等対処設備として位置付ける。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸収材が確実かつ迅速に

供給できるよう，臨界事故の発生を仮定する機器１基当たり１

系列で構成する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系は，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放

射線検出器において臨界事故の発生を判定した場合に，臨界事

故の発生を仮定する機器に対して可溶性中性子吸収材を自動

で重力流により供給する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸

収材緊急供給槽又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽には，未臨界に移行する

ために必要な可溶性中性子吸収材を内包できる設計とする。代

替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射線検出
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器又は重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用

放射線検出器により，臨界事故が発生した機器周辺の線量率の

上昇を検知し，臨界事故が発生したと判定したことを条件とし，

直ちに経路上の弁を開放することにより，自動で臨界事故が発

生した機器に，重力流により可溶性中性子吸収材を供給し，10

分以内に可溶性中性子吸収材の供給が完了できる設計とする。

また，弁を多重化すること等により，臨界事故時に確実に可溶

性中性子吸収材を供給できる設計とする。さらに，可溶性中性

子吸収材の供給が自動で開始されたことを，中央制御室におい

て確認できる設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系又は重大事故時可溶性

中性子吸収材供給系は，臨界事故が発生した場合における放射

線の影響を考慮しても，確実に可溶性中性子吸収材が供給でき

るよう，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の弁及び重大事故

時可溶性中性子吸収材供給系の弁は，駆動源の喪失又は系統の

遮断が発生した場合には，フェイルセイフにより弁を開とする

設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子吸

収材緊急供給槽及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，化学薬品を内包する

ため，化学薬品の漏えい源とならないよう設計することとし，

具体的には適切な材料の選定，耐震性の確保及び誤操作による

漏えいを防止する。  
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可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備の系統概要図

を第 2.1-１図及び第 2.1-２図に示す。  

また，可溶性中性子吸収材の自動供給に係る自動シーケンス

を第 2.1-５図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給系  

・  代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

     容   量    約 0.1ｍ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼   

・  代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁  

     基   数    ４（２基／系列×２系列 ) 

     主要材料    ステンレス鋼  

・  代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁  

     数   量    ２系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

・  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用 )  

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

 台   数 
 

 容量 (ｍ 3) 
 

 基数 
 

備  考 
 

約  24 
３ 

 (うち１台は予備) 
 約 50  １  計測制御用 
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ｂ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース

酸洗浄槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

     容   量    約 0.3ｍ ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース

酸洗浄槽用）  

     基   数    ４（２基／系列×２系列 ) 

     主要材料    ステンレス鋼  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（エン

ドピース酸洗浄槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) 

     数   量    ２系列  

     主要材料    ステンレス鋼   

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル洗浄槽用） 

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

     容   量    約 0.1ｍ ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼  

・ 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

     基   数    ４（２基／系列×２系列 ) 

     主要材料    ステンレス鋼   

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（ハル

洗浄槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) 
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     数   量    ２系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第５一時貯

留処理槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    １  

     容   量    約 0.1ｍ ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留

処理槽用）  

     基   数    ２  

     主要材料    ステンレス鋼  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第５

一時貯留処理槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) 

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼   

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給貯槽（第７一時貯

留処理槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    １  

     容   量    約 0.2ｍ ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼   

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留

処理槽用）  

     基   数    ２  
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     主要材料    ステンレス鋼  

・  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系配管・弁（第７

一時貯留処理槽用）（設計基準対象の施設と兼用 ) 

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼   

・  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用 ) 

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

台   数 
 

 容 量 (ｍ3) 
 

 基   数 
 

約 100 
 

 １  

 
 約 100  １  

約 130 
 

 ３  

 

・  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用 ) 

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

 台   数 
 

 容量 (ｍ 3) 
 

 基数 
 

備  考 
 

約  24 
３ 

 (うち１台は予備) 
 約 50  １  計測制御用 

 

ｃ ） 臨界事故の発生を仮定する機器（設計基準対象の施設と

兼用）（第 34．１表）  
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2.1.1.2 計装設備  

臨界事故が発生した場合に可溶性中性子吸収材の供給及び使

用済燃料のせん断処理を停止又は固体状又は液体状の核燃料物

質の移送を停止するための設備として，代替可溶性中性子吸収

材緊急供給回路，重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路及び

臨界検知用放射線検出器を新たに設置する。  

臨界事故が発生した機器周辺の放射線レベルにより，未臨界

へ移行したことを確認するため，ガンマ線用サーベイメータ及

び中性子線用サーベイメータを可搬型重大事故等対処設備とし

て新たに配備する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路の臨界検知用放射線検出器は，臨界事故

が発生した機器から放出される核分裂に伴う放射線を計測す

ることで，臨界事故が発生した場合にその発生を即座に検知で

きる設計とする。臨界検知用放射線検出器は，溶解設備の溶解

槽１基当たり３台を設ける設計とする。また，臨界検知用放射

線検出器の種類は，放射線の測定原理が単純であり，放射線計

測分野で多く用いられているガンマ線用検出器とする。さらに，

高線量に曝露された場合でも窒息現象が生じにくい測定方式

とする。臨界検知用放射線検出器からの警報信号は臨界検知用

放射線検出器の論理回路に入力し，論理回路により臨界事故の

発生を判定する設計とする。臨界事故の発生の判定には，臨界

検知用放射線検出器の誤作動等を考慮して，臨界検知用放射線

検出器３台からの警報の「２  out of ３」論理を用い，同時に

２台以上の臨界検知用放射線検出器から警報が発せられた場
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合に臨界事故が発生したと判定する。臨界検知用放射線検出器

の論理回路は，臨界事故が発生したと判定した場合に，中央制

御室に警報を発し，臨界事故への対処を促すとともに，代替可

溶性中性子吸収材緊急供給系の供給弁の開信号，廃ガス貯留設

備の隔離弁の開信号，廃ガス貯留設備の空気圧縮機の起動信号

及び廃ガス貯留設備のせん断処理・溶解廃ガス処理設備の隔離

弁の閉信号を発することができる設計とする。  

臨界検知用放射線検出器への給電は計測制御用交流電源設

備からとし，外部電源の喪失等により電源が遮断され，誤警報

を発することがない設計とする。臨界検知用放射線検出器の配

置は，臨界事故が発生した場合に線量率の上昇を検知しやすい

よう，臨界事故が発生する機器に可能な限り近接させるととも

に，遮蔽体を考慮しても臨界事故を確実に検知できる設計とす

る。臨界検知用放射線検出器の測定範囲については，想定され

る臨界事故の規模（プラトー期における核分裂率が１×10 1 5ｆ

ｉｓｓｉｏｎｓ／ｓ）に対し，核分裂率が一桁の上振れ又は下

振れを生じた場合においても測定できるよう設定する。  

臨界検知用放射線検出器の警報設定値は，想定される臨界事

故の規模（プラトー期における核分裂率が１×10 1 5ｆｉｓｓｉ

ｏｎｓ／ｓ）の臨界事故が発生した場合に，線量率の上昇を検

知して確実に警報を発するよう設定し，具体的には通常想定さ

れる線量率の変動を考慮するとともに，バックグラウンドレベ

ルの 50倍を目安に設定する。臨界検知用放射線検出器の論理回

路は，１系列当たり２台設ける多重化構成とし，臨界検知用放

射線検出器の信号が分配されて入力される。そのため，片方の
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論理回路の機能が喪失した場合でも，臨界事故の検知機能を喪

失しないよう設計する。臨界検知用放射線検出器は，複数の検

出器及び論理回路のいずれかにおいて故障を検知した場合に

中央制御室に故障警報を発すること又は運転員による指示値

の確認を行うことにより，速やかに異常を把握できる設計とす

る。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，緊急

停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停止

する回路である重大事故時せん断機停止回路から構成し，臨界

事故が発生した機器への固体状の核燃料物質の移送を停止す

ることで，未臨界を維持できる設計とする。また，代替可溶性

中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が

可能な設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，緊

急停止操作スイッチ及び設計基準対象の施設のせん断機を停

止する回路である重大事故時せん断機停止回路，精製建屋第５

一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁及び精製建

屋第７一時貯留処理槽への移送機器を停止するための弁 であ

る重大事故時移送液停止弁から構成し，臨界事故が発生した機

器への固体状又は液体状の核燃料物質の移送を停止すること

で，未臨界を維持できる設計とする。また，重大事故時可溶性

中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，作動状態の確認が可能

な設計とする。  

臨界事故は，同時又は連鎖して発生することはないことから，

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，溶解設備又は精製
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建屋一時貯留処理設備の臨界事故の発生を仮定する機器間で

兼用する。  

主要な設備は，以下のとおりとする。

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備

ａ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路

・ 緊急停止系（前処理施設用，電路含む）

数   量    １式  

ｂ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路

・ 緊急停止系（前処理建屋用，電路含む）

数   量 １式

・ 緊急停止系（精製建屋用，電路含む）１式

数   量 １式

ｃ ）  計装設備（第 43 条 計装設備）

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）

使用数量 ６  

計測範囲 1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ

計測方式 電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）

使用数量 ６  

計測範囲 1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ

計測方式 電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）

使用数量 ６  

計測範囲 1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ
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計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）  

使用数量     ３  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）  

使用数量     ３  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

ａ ）  計装設備（第 43 条  計装設備）  

・  ガンマ線用サーベイメータ  

     個   数    ３   

     （予備として故障時のバックアップを２台）  

・  中性子線用サーベイメータ  

     個   数    ３   

     （予備として故障時のバックアップを２台）  
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2.1.1.3 電源設備  

可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備は設計基準に

おいて整備した電源系統から電源を供給するため ,電気設備の

一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備と位置付

ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  電気設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 42 条  電

源設備）  

ａ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器  

・  受電開閉設備  

・  受電変圧器  

ａ － ２ ）  所内高圧系統  

・  6.9ｋＶ非常用主母線  

・  6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・  6.9ｋＶ非常用母線  

・  6.9ｋＶ運転予備用母線  

ａ － ３ ）  所内低圧系統  

・  460Ｖ非常用母線  

・  460Ｖ運転予備用母線  

ａ － ４ ）  直流電源設備  

・  第２非常用直流電源設備  

・  直流電源設備  

ａ － ５ ）  計測制御用交流電源設備  

・  計測制御用交流電源設備   
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2.1.2.1 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備  

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備は，核分裂により発生する放射線分解水素及び溶液から発生

する放射線分解水素を安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系に

よる水素掃気に加え，可搬型建屋内ホースを敷設し一般圧縮空

気系から空気を機器等に供給し，水素掃気を実施することによ

り，機器の気相部における水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未

満に維持し，ドライ換算４ｖｏｌ％未満に移行するため，圧縮

空気設備の一般圧縮空気系の可搬型建屋内ホースを可搬型重大

事故等対処設備として新たに配備する。また，設計基準対象の施

設と兼用する圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安

全圧縮空気系，臨界事故の発生を仮定する機器に接続する溶解

設備の一部である配管，精製建屋一時貯留設備の一部である配

管及び計測制御設備の一部である配管，臨界事故の発生を仮定

する機器（第 34.１表）を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。  

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備の系統概要図を第 2.1-１図及び第 2.1-２図に示す。  

また，臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用

する設備の接続口位置図を第 2.1－３図及び４図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

 

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  重大事故時水素掃気系  
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・  一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

台   数 
 

 容 量 (ｍ3) 
 

 基   数 
 

約 100 
 

 １  

 
 約 100  １  

約 130 
 

 ３  

 

・  安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

 台   数 
 

 容量 (ｍ 3) 
 

 基数 
 

備  考 
 

約  24 
３ 

 (うち１台は予備) 

 約 35  １  水素掃気用 

 約 50  １  計測制御用 

・  機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と

兼用）  

     数   量    16系列  

   主要材料    ステンレス鋼  

ｂ ）  臨界事故の発生を仮定する機器（設計基準対象の施設と

兼用）（第 34．１表）  

 

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

ａ ）  臨界事故時水素掃気系  

・可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，ハ

ル洗浄槽用）  

     数   量    １式  
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     接続方式    コネクタ接続  

・可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時貯留

処理槽用）  

     数   量    １式  

     接続方式    コネクタ接続  
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2.1.2.2 計装設備  

計装設備は，臨界事故が発生した場合に核分裂により発生す

る放射線分解水素及び溶液から発生する放射線分解水素を臨界

が発生した機器の外部へ掃気するため，計装設備の可搬型貯槽

掃気圧縮空気流量計を可搬型重大事故等対処設備として新たに

配備する。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  計装設備（第 43 条  計装設備）  

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）  

使用数量     ６  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）  

使用数量     ６  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）  

使用数量     ６  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）  

使用数量     ３  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  
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・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）  

使用数量     ３  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

ａ ）  計装設備（第 43 条  計装設備）  

・ 可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計（第 43条  計装設備）  

    使用数量     ４  

    計測範囲     ０～ 30ｍ３／ｈ [normal] 

    計測方式     熱式  

2.1.2.3 電源設備  

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備は，設計基準において整備した電源系統から電源を供給する

ため , 電気設備の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等

対処設備と位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ａ ）  電気設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 42 条  電

源設備）  

ａ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器  

・ 受電開閉設備  

・ 受電変圧器  

ａ － ２ ）  所内高圧系統  

・ 6.9ｋＶ非常用主母線  

・ 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・ 6.9ｋＶ非常用母線  
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・ 6.9ｋＶ運転予備用母線  

ａ － ３ ）  所内低圧系統  

・ 460Ｖ非常用母線  

・ 460Ｖ運転予備用母線  

ａ － ４ ）  直流電源設備  

・ 第２非常用直流電源設備  

・ 直流電源設備  

ａ － ５ ）  計測制御用交流電源設備  

・ 計測制御用交流電源設備  

 

2.1.3.1 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は，臨界事

故により発生する放射性物質を貯留するため，廃ガス貯留槽へ

の経路を確立し，空気圧縮機を用いて廃ガス貯留槽に放射性物

質を含む気体を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減

するための廃ガス貯留設備の隔離弁，空気圧縮機，逆止弁，廃

ガス貯留槽，配管・弁等を新たに設置する。  

また，設計基準対象の施設と兼用するせん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の一部である凝縮器，高性能粒子フィルタ，排風機，

隔離弁及び主配管・弁，前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備の一

部である主配管，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガス

処理系（プルトニウム系）の一部である凝縮器，高性能粒子フ

ィルタ，排風機，隔離弁及び主配管・弁，廃ガスポット，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備の一部で

ある主配管，高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
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備高レベル濃縮廃液廃ガス処理系の一部である主配管，主排気

筒，圧縮空気設備の一部である一般圧縮空気系及び安全圧縮空

気系，冷却水設備の一部である一般冷却水系及び低レベル廃液

処理設備の一部である第１低レベル廃液処理系を常設重大事

故等対処設備として位置付ける。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路又は重大事故時可溶

性中性子吸収材供給回路により臨界事故の発生を判定した場

合に，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に放射性物質を導出する

ため，廃ガス貯留設備の隔離弁を自動開放するとともに廃ガス

貯留設備の空気圧縮機を自動で起動する設計とする。  

同時に，前処理建屋においてはせん断処理・溶解廃ガス処理

設備の流路を遮断するため，当該系統上の隔離弁を自動閉止す

る設計とする。精製建屋においては精製建屋塔槽類廃ガス処理

設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の流路を遮断す

るため，当該系統上の隔離弁を自動閉止するとともに排風機を

自動停止する設計とする。  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽への放射性物質の導出にお

いては，重大事故が発生した機器から放射性物質を含む気体が，

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）を通じて大気

中へ放出されるよりも早く，せん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の流路を遮断することで導出することとし，具

体的には約１分以内で導出できるよう設計する。その後の廃ガ

ス貯留設備での貯留に当たっては，放射性物質を含む気体が水封
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部からセルに導出されることがないよう，圧力を制御する設計と

する。  

 また，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧力が所定の圧力

に達した場合，中央制御室からの操作により，せん断処理・溶

解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽

類廃ガス処理系（プルトニウム系）の隔離弁を開放するととも

にせん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス

処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の排風機を

起動した場合であっても，廃ガス貯留設備に逆止弁を設けるこ

とで，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽からせん断処理・溶解廃

ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 の塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系）への放射性物質の逆流が生じな

い設計とする。  

 その後，中央制御室からの操作で廃ガス貯留設備の隔離弁を

閉止し，空気圧縮機を停止する。これらの操作により，排気を

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガス処

理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）から主排気筒

を介して大気中へ放出する。  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽については，臨界事故の発

生を起点として１時間にわたって放射性物質を含む気体を導

出できる容量を有する設計とする。その際，臨界事故によっ

て発生する放射線分解による水素を導出した場合でも，廃ガ

ス貯留設備の廃ガス貯留槽の気相部の水素濃度がドライ換算

４ｖｏｌ％を超えない容量とする。なお、臨界事故の熱エネ

ルギにより水蒸気が発生した場合でも，水蒸気は廃ガス処理

67



2－23 

設備の凝縮器により凝縮されるため，廃ガス貯留槽には水蒸

気は導出されない。  

せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）からの

流路に復旧する操作は，廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽の圧

力が所定の圧力に達したことを起点として約３分以内に実施

できる設計とする。引き続いて実施する廃ガス貯留設備の空

気圧縮機の停止は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備又は精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プルト

ニウム系）からの流路に復旧する操作の完了を起点として約

５分以内に実施できる設計とする。

廃ガス貯留設備から発生したドレン水については，低レベ

ル廃液処理設備に移送し，適切に処理できる設計とする。

想定される重大事故において操作する廃ガス貯留設備の隔

離弁及び空気圧縮機並びにせん断処理・溶解廃ガス処理設備

又は精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の排風機及び隔離弁は，その作動状態の

確認が可能な設計とする。廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気

圧縮機は，多重化することで，他方の機器が万一動作しない

場合であっても，流路が維持される設計とする。  

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備の系

統概要図を第 2.1-１図及び第 2.1-２図に示す。また，放射性

物質の貯留に係る自動シーケンスを第 2.1-５図に示す。  

主要な設備は，以下のとおりとする。
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ａ．常設重大事故等対処設備  

ａ ）  廃ガス貯留設備（前処理建屋用）  

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁  

      基   数    ４（２基／系列×２系列）  

      主要材料    ステンレス鋼  

・ 廃ガス貯留設備の空気圧縮機  

     台   数    ２ (うち１台は予備）  

     吐出圧力    約 0.5ＭＰａ [gage] 

     電気負荷容量  約 40ｋＶＡ／台  

     容   量    約 50ｍ３／ｈ [normal]／台  

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁  

     基   数    １  

     主要材料    ステンレス鋼  

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  

     種   類    たて置円筒形  

     数   量    １式  

     容   量    約 10ｍ３  

     主要材料    ステンレス鋼  

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

ｂ ）  廃ガス貯留設備（精製建屋用）  

・ 廃ガス貯留設備の隔離弁  

    基   数    ２  

    主要材料    ステンレス鋼  
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・ 廃ガス貯留設備の空気圧縮機  

     台   数    ３ (うち１台は予備）  

     吐出圧力    約 0.5ＭＰａ [gage] 

     電気負荷容量  約 40ｋＶＡ／台  

     容   量    約 50ｍ３／ｈ [normal]／台  

・ 廃ガス貯留設備の逆止弁  

    基   数    １  

    主要材料    ステンレス鋼  

・ 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  

    種   類    たて置円筒形  

    数   量    １式  

    容   量    約 21ｍ３  

・ 廃ガス貯留設備の配管・弁   １系列  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

ｃ ）  せん断処理・溶解廃ガス処理設備  

・凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）  

・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

・排風機（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     基   数    ６  

     主要材料    ステンレス鋼  

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    ３系列  

     主要材料    ステンレス鋼  
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ｄ ）  精製建屋塔槽類廃ガス処理設備  塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）  

・凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）  

・高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

・排風機（設計基準対象の施設と兼用）  

・隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     基   数    ２  

     主要材料    ステンレス鋼  

・主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

ｅ ）  前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備   

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

ｆ ）  ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理

設備  

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

ｇ ）  高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋 塔 槽 類 廃 ガ ス 処 理 設 備  

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系  

・ 主配管（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  
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ｈ ）  主排気筒  

・ 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）  

ｉ ）  圧縮空気設備  

・ 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

台   数 
 

 容 量 (ｍ3) 
 

 基   数 
 

約 100 
 

 １  

 
 約 100  １  

約 130 
 

 ３  

 

・ 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

 台   数 
 

 容量 (ｍ 3) 
 

 基数 
 

備  考 
 

約  24 
３ 

 (うち１台は予備) 
 約 50  １  計測制御用 

ｊ ）  冷却水設備  

・ 一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用）  

ｋ ）  低レベル廃液処理設備  

・ 第１低レベル廃液処理系（設計基準対象の施設と兼用） 

    使用数量     １式  

 

  

冷却水循環ポンプ  
主要な冷却対象設備  

容量（１台当たり） 台  数  

約    800 ｍ ３／ｈ  ３   再処理設備本体用等  
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2.1.3.2 計装設備  

計装設備は，臨界事故が発生した場合に放射性物質を含む気

体を廃ガス貯留設備に貯留し，貯留後に平常運転時の廃ガス処

理設備に系統を切り替えるため，廃ガス貯留槽への経路を確立

し，空気圧縮機を用いて廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体

を貯留し，大気中への放射性物質の放出量を低減するための貯

留設備における貯留状況確認のために計装設備の一部である臨

界検知用放射線検出器，廃ガス貯留設備の圧力計，廃ガス貯留設

備の流量計及び廃ガス貯留設備の放射線モニタを常設重大事故

等対処設備として新たに設置する。  

また，計装設備の一部である溶解槽圧力計，廃ガス洗浄塔入口

圧力計を常設重大事故等対処設備に位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  計装設備（第 43 条  計装設備）  

・ 臨界検知用放射線検出器（溶解槽用）  

使用数量     ６  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（エンドピース酸洗浄槽用）  

使用数量     ６  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（ハル洗浄槽用）  

使用数量     ６  
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計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（第５一時貯留処理槽用）  

使用数量     ３  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・ 臨界検知用放射線検出器（第７一時貯留処理槽用）  

使用数量     ３  

計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ  

計測方式     電離箱  

・  溶解槽圧力計（設計基準対象の施設と兼用）  

      使用数量     ４  

      計測範囲     -２～２ｋＰａ  

      計測方式     エアパージ式  

・ 廃ガス洗浄塔入口圧力計（設計基準対象の施設と兼用）

（第 43条  計装設備）  

      使用数量     ２     

      計測範囲     -3.5～３ｋＰａ  

      計測方式     エアパージ式  

     個   数    ２   

・ 廃ガス貯留設備の圧力計 (前処理施設用 )（第 43 条  計

装設備）  

   使用数量     19 

   計測範囲     ０～１ＭＰａ  

   計測方式     圧力式  
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・ 廃ガス貯留設備の流量計 (前処理施設用 )（第 43 条  計

装設備） ※ １  

     使用数量     ４  

     計測範囲     ０～ 68ｍ ３／ｈ [normal] 

     計測方式     差圧式  

・ 廃ガス貯留設備の放射線モニタ (前処理施設用 )（第 43

条  計装設備）  

     使用数量     ４     

     計測範囲     1E+0～ 1E+7μＳｖ／ｈ   

     計測方式     電離箱  

 

2.1.3.3 電源設備  

貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備は設計基準

において整備した電源系統から電源を供給するため , 電気設備

の一部である受電開閉設備等を常設重大事故等対処設備と位置

付ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  電気設備（設計基準対象の施設と兼用）（第 42 条  電

源設備）  

ａ － １ ）  受電開閉設備・受電変圧器  

・  受電開閉設備  

・  受電変圧器  

ａ － ２ ）  所内高圧系統  

・  6.9ｋＶ非常用主母線  
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・  6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・  6.9ｋＶ非常用母線  

・  6.9ｋＶ運転予備用母線  

ａ － ３ ）  所内低圧系統  

・  460Ｖ非常用母線  

・  460Ｖ運転予備用母線  

ａ － ４ ）  直流電源設備  

・  第２非常用直流電源設備  

・  直流電源設備  

ａ － ５ ）  計測制御用交流電源設備  

・  計測制御用交流電源設備  

 

2.1.3.4 監視測定設備  

臨界事故の拡大防止に必要な監視測定設備は，廃ガス貯留設

備における貯留状況を監視するため，試料分析関係設備及び放

射線監視設備を常設重大事故等対処設備と位置付ける。  

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  監視測定設備（第 45 条  監視測定設備）  

ａ － １ ）  試料分析関係設備（設計基準対象の施設と兼用）  

   ・放出管理分析設備  

放射能測定装置（ガスフローカウンタ）  

      種   類     ガスフローカウンタ  

      計測範囲     Ｂ．Ｇ．～ 99.9ｋｍｉｎ － １  

      使用数量     １台  
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放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）

種   類 光電子増倍管

計測範囲 0～ 2,000ｋｅＶ

使用数量 １台  

核種分析装置

種   類 Ｇｅ半導体

計測範囲 10～ 2,500ｋｅＶ

使用数量 １台  

ａ － ２ ） 放射線監視設備（設計基準対象の施設と兼用）

・ 主排気筒の排気モニタリング設備

排気筒モニタ

使用数量 ２系列

計測範囲 低レンジ  10～ 106ｍｉｎ － １

中レンジ  10～ 10 6ｍｉｎ － １

高レンジ  10 - 1 2～ 10 - 7Ａ

排気サンプリング設備  

使用数量     ２系列
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2.2 多様性，位置的分散  

(1) 多様性，位置的分散（第三十三条第２項，第３項第二号，第

四号，第六号）  

基本方針については，「 33条  重大事故等対処設備」の「 2.1 多

様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

(ａ ) 常設重大事故等対処設備  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，設計基準事故に対処

するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給系と共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

可溶性中性子吸収材緊急供給系と異なる設備とすることで，独

立性を有する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な施

設以外の安全機能を有する施設は，地震等により機能が損なわ

れる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。ま

た，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を整備する。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設は，地震等により機能が損な

われる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とする。

また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を整備す

る。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，設計基準事故に対

処するための設備である可溶性中性子吸収材緊急供給回路及び

せん断停止回路と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせ
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ん断停止回路と異なる設備とすることで，独立性を有する設計

とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，地震等により機能

が損なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を

整備する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，地震等により機

能が損なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設計

とする。また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順

を整備する。  

電気設備の多様性，位置的分散については，「 42 条  電  源

設備」に記載する。  

臨界検知用放射線検出器の多様性，位置的分散については，

「 43 条  計装設備」に記載する。  

 

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する  

設備  

( a )  常設重大事故等対処設備  

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空

気供給配管・弁は，地震等により機能が損なわれる場合，

代替設備による機能の確保，修理等の対応により機能を維

持する設計とする。また，必要に応じて関連する工程を停

止する等の手順を整備する。  

電気設備の多様性，位置的分散については，「 42 条  電源

系統」に記載する。  
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( b )  可搬型重大事故等対処設備  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，臨界事

故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁と共通要因に

よって同時にその機能が損なわれるおそれがないように，

故障時バックアップも含めて必要な数量を臨界事故時水素

掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁が設置される前処理建

屋及び精製建屋から 100ｍ以上の離隔距離を確保した外部保

管エリアに保管するとともに，対処を行う建屋にも保管す

ることで位置的分散を図る。対処を行う建屋内に保管する

場合は臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁

が設置される場所と異なる場所に保管することで位置的分

散を図る。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースと臨界事故

時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管の接続口は，臨界事

故環境下における放射線の影響も含めて共通要因によって

接続することができなくなることを防止するため，臨界事

故発生機器からの接続口までの建屋躯体による遮蔽を考慮

の上，前処理建屋及び精製建屋内の適切に離隔した隣接し

ないそれぞれ互いに異なる複数の場所に設置する設計とす

る。  

電気設備の多様性，位置的分散については，「 42 条  電源

系統」に記載する。  

計装設備の可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の多様性，位置的

分散については，「 43 条  計装設備」に記載する。  
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ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 ( a )  常設重大事故等対処設備  

廃ガス貯留設備は，せん断処理・溶解廃ガス処理設備及び

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備の塔槽類廃ガス処理系（プル

トニウム系）と共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう，弁により隔離することで，独立性を有

する設計とする。廃ガス貯留設備の系統は，精製建屋換気設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれ

がないよう，系統構成として独立性を有する設計とする。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設は，地震等により機能が損なわれる場合，修理

等の対応により機能を維持する設計とする。また，必要に応

じて関連する工程を停止する等の手順を整備する。  

電気設備の多様性，位置的分散については，「 42 条  電源

系統」に記載する。  

計装設備の多様性，位置的分散については，「 43 条  計装設

備」に記載する。  
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2.3 悪影響防止  

基本方針については，「 33 条  重大事故等対処設備」の「 2.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

( a )  常設重大事故等対処設備  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子

吸収材緊急供給系主配管は，重大事故等発生前（通常時）の

分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設備

としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可

溶性中性子吸収材供給系配管は，重大事故等発生前（通常時）

の分離された状態から弁等の操作により重大事故等対処設

備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，他の設備から独

立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，他の設備から

独立して単独で使用可能なことにより，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。  

電気設備の悪影響の防止については，「 42 条  電源設備」

に記載する。  

臨界検知用放射線検出器の多様性，位置的分散については，

「 43 条  計装設備」に記載する。  
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ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する  

設備  

( a )  常設重大事故等対処設備  

臨界事故時水素掃気系は，重大事故等発生前（通常時）

の離隔若しくは分離された状態から弁等の操作や接続によ

り重大事故等対処設備としての系統構成とすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

電気設備の悪影響の防止については，「 42 条  電源設備」

に記載する。  

 

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

( a )  常設重大事故等対処設備  

廃ガス貯留設備は，弁等の操作によって安全機能を有す

る施設として使用する系統構成から重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及

ぼさない設計とする。  

廃ガス貯留設備の空気圧縮機は，回転体が飛散すること

を防ぐことで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。  

電気設備の悪影響の防止については，「 42 条  電源設備」

に記載する。  

計装設備の多様性，位置的分散については，「 43 条  計装設

備」に記載する。   
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2.4 個数及び容量等  

基本方針については，「 33条  重大事故等対処設備」の「 2.2 個

数及び容量等」に示す。  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

 ( a )  常設重大事故等対処設備  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，可溶性中性子吸収

材が確実かつ迅速に供給できるよう，溶解槽１基当たり１系

列で構成する。  

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子

吸収材緊急供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界に移

行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対して容

量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包できる

設計とし，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。  

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その

濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約

150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故時におい

て，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動す

る設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界事故の発生を

仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１

セット確保する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，可溶性中性子吸

収材が確実かつ迅速に供給できるよう，臨界事故の発生を仮

定する機器１基当たり１系列で構成する。  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶

性中性子吸収材供給槽は，臨界事故が発生した機器を未臨界

に移行するために必要となる可溶性中性子吸収材量に対し

て容量に十分な余裕を有して可溶性中性子吸収材を内包で

きる設計とし，前処理建屋に４系列，精製建屋に２系列を設

置する設計とする。  

また，可溶性中性子吸収材は硝酸ガドリニウムとし，その

濃度は硝酸ガドリニウムの溶解度に十分な余裕を持たせ，約

150ｇ・Ｇｄ／Ｌとする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故時にお

いて，臨界検知用放射線検出器の誤差を考慮して確実に作動

する設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故が発生

した場合に，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び廃ガス

貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を設定

するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器の単

一故障を考慮した数量を有する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の臨界検知用放射

線検出器は，前処理建屋に２系列を設置する設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，臨界事故の発生

を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を

１セット確保する。  
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重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は，

臨界事故の発生を仮定する機器当たり１系列で構成する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故が発

生した場合に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系及び廃

ガス貯留設備に対して起動信号を発するよう警報設定値を

設定するとともに，動的機器である臨界検知用放射線検出器

の単一故障を考慮した数量を有する設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の臨界検知用放

射線検出器は，前処理建屋に４系列を設置し，精製建屋に２

系列を設置する設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，臨界事故の発

生を仮定する機器ごとに，重大事故等への対処に必要な設備

を１セット確保する。  

電気設備の容量等については，「 42 条  電源設備」に記載

する。  

計装設備の臨界検知用放射線検出器の個数及び容量等につ

いては，「 43 条  計装設備」に記載する。  

 

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する  

設備  

( a )  常設重大事故等対処設備  

臨界事故時水素掃気系として用いる安全圧縮空気系及び一

般圧縮空気系は，臨界事故が発生した機器の気相部における

水素濃度をドライ換算８ｖｏｌ％未満に維持するために必要

な空気を供給できる設計とする。また，臨界事故時に追加的
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に空気を供給する一般圧縮空気系は，安全機能を有する施設

の仕様が，臨界事故が発生した機器の気相部における水素濃

度をドライ換算４ｖｏｌ％未満に維持するために必要な流量

に対し，十分な容量を確保できる設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，前

処理建屋に 12系列を設置し，精製建屋に４系列を設置する設

計とする。  

臨界事故時水素掃気系は，臨界事故の発生を仮定する機器

ごとに，重大事故等への対処に必要な設備を１セット確保す

る。  

電気設備の個数及び容量等については，「 42 条 電源設備」

に記載する。

( a )  可搬型重大事故等対処設備

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，複数の敷

設ルートで対処できるよう必要数を複数の敷設ルートに確保

するとともに，建屋内に保管するホースについては１本以上

の予備を含めた個数を必要数として確保する。  

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の個数及び容量等について

は，「 43 条  計装設備」に記載する。  

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備

 ( a )  常設重大事故等対処設備  

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽は，臨界事故又はＴＢＰ

等の錯体の急激な分解反応が発生した場合において，臨界
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事故又はＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応により発生した

放射性物質を含む気体を貯留するために必要な容量を有す

る設計とするとともに，動的機器である廃ガス貯留設備の

空気圧縮機及び弁は，多重化した設計とし，廃ガス貯留設

備は，前処理建屋及び精製建屋に各１系列を設置する設計

とする。  

廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生を仮定する機器及びＴ

ＢＰ等の錯体の急激な分解反応の発生を仮定する機器ごと

に，重大事故への対処に必要な設備を１セット確保する。  

電気設備の個数及び容量等については，「 42 条  電源設備」

に記載する。  

計装設備の個数及び容量等については，「 43 条  計装設備」

に記載する。  
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2.5 環境条件等  

ａ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

 ( a )  常設重大事故等対処設備  

   代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な

施設は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋

に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な

施設以外の安全機能を有する施設は，地震等により機能が損

なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設計とす

る。また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順を

整備する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系のうち，安全上重要な

施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受

けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とする。 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，配管の全周破断に

対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性物

質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損

なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作に支障がないように，中

央制御室で操作可能な設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要

な施設以外の安全機能を有する施設は，地震等により機能が

損なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設計と

する。また，必要に応じて関連する工程を停止する等の手順
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を整備する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系のうち，安全上重要

な施設は，溢水量及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を

受けない高さへの設置，被水防護及び被液防護する設計とす

る。  

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，配管の全周破断

に対して，適切な材質とすることにより，漏えいした放射性

物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を

損なわない設計とする。  

   重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

中央制御室で操作可能な設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，地震等により機

能が損なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する設

計とする。また，必要に応じて関連する工程を停止する等の

手順を整備する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，配管の全周破断

に対して，影響を受けない場所に設置することにより，漏え

いした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

により機能を損なわない設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

中央制御室で操作可能な設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，地震等により

機能が損なわれる場合，修理等の対応により機能を維持する
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設計とする。また，必要に応じて関連する工程を停止する等

の手順を整備する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，配管の全周破

断に対して，影響を受けない場所に設置することにより，漏

えいした放射性物質を含む腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）

により機能を損なわない設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操作に支障がないよう

に，中央制御室で操作可能な設計とする。  

電気設備の環境条件等については，「 42条  電源設備」に

記載する。  

臨界検知用放射線検出器の環境条件等については，「 43条  

計装設備」に記載する。  

 

ｂ．臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する  

設備  

( a )  常設重大事故等対処設備  

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，外部からの

衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に設

置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系及び機器圧縮空

気供給配管・弁は，地震等により機能が損なわれる場合，

修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，必

要に応じて関連する工程を停止する等の手順を整備する。  

臨界事故時水素掃気系の安全圧縮空気系は，溢水量及び
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化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの設

置，被水防護及び被液防護する設計とする。  

臨界事故時水素掃気系は，配管の全周破断に対して，適

切な材質とすることにより，漏えいした放射性物質を含む

腐食性の液体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわな

い設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，

想定される重大事故等が発生した場合においても操作に支

障がないように，線量率の高くなるおそれの少ない場所を

選定する。  

(ｂ )  可搬型重大事故等対処設備  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，外部か

らの衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋

に保管し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，溢水量

及び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへ

の保管，被水防護及び被液防護する設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，内部発

生飛散物の影響を考慮し，前処理建屋及び精製建屋の内部

発生飛散物の影響を受けない場所に保管することにより，

機能を損なわない設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，配管の

全周破断に対して，漏えいした放射性物質を含む腐食性の

液体（溶液，有機溶媒等）の影響を受けない前処理建屋又
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は精製建屋内に保管することにより，機能を損なわない設

計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても設置及び常設設

備との接続に支障がないように，線量率の高くなるおそれ

の少ない設置場所を選定し，当該設備の設置場所で操作可

能な設計とする。  

 

ｃ．貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 ( a )  常設重大事故等対処設備  

廃ガス貯留設備は，ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応に

より瞬間的に上昇する温度及び圧力の影響を考慮しても機

能を損なわない設計とする。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，外部から

の衝撃による損傷を防止できる前処理建屋及び精製建屋に

設置し，風（台風）等により機能を損なわない設計とす

る。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設以外の安全機

能を有する施設は，地震等により機能が損なわれる場合，

修理等の対応により機能を維持する設計とする。また，必

要に応じて関連する工程を停止する等の手順を整備する。  

廃ガス貯留設備のうち，安全上重要な施設は，溢水量及

び化学薬品の漏えい量を考慮し，影響を受けない高さへの

設置，被水防護及び被液防護する設計とする。  

廃ガス貯留設備は，配管の全周破断に対して，適切な材質
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とすることにより，漏えいした放射性物質を含む腐食性の液

体（溶液，有機溶媒等）により機能を損なわない設計とする。  

廃ガス貯留設備は，想定される重大事故が発生した場合に

おいても操作に支障がないように，中央制御室で操作可能な

設計とする。  

電気設備の環境条件等については，「 42条  電源設備」に

記載する。  

廃ガス貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタの環境

条件等については，「 43条  計装設備」に記載する。  
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2.6 操作性の確保  

基本方針については，「 33条  重大事故等対処設備」の「 2.4 操

作性及び試験・検査性」に示す。  

ａ．操作の確実性  

( a )  可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

 (ⅰ )  常設重大事故等対処設備  

   代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の代替可溶性中性子

吸収材緊急供給系主配管は，通常時に使用する系統から速や

かに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設け

る設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する施設の系

統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられ

る設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の重大事故時可溶

性中性子吸収材供給系配管は，通常時に使用する系統から速

やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設

ける設計とし，弁等の操作により，安全機能を有する施設の

系統から重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えら

れる設計とする。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路の緊急停止系は中

央制御室において緊急停止操作スイッチを押下することで

作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内に操作

できる設計とする。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路の緊急停止系は

中央制御室において緊急停止操作スイッチを押下すること

で作動する設計とし，臨界事故の発生の判定後１分以内に操
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作できる設計とする。  

 

 (ｂ )  臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する

設備  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，コネク

タ接続に統一することにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，

速やかに切り替えることができるよう，系統に必要な弁等

を設ける設計とし，現場においてそれぞれ簡易な接続及び

弁等の手動操作により，安全機能を有する施設の系統から

重大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計

とする。  

臨界事故時水素掃気系の機器圧縮空気供給配管・弁は，

容易かつ確実に接続でき，かつ，複数の系統が相互に使用

することができるよう，ホースは口径並びに内部流体の圧

力及び温度に応じたコネクタ接続とする設計とする。  

可搬型貯槽掃気圧縮空気流量計の操作性の確保については，

「 43条  計装設備」に記載する。  

 

(ｃ )貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

 (ⅰ )  常設重大事故等対処設備  

廃ガス貯留設備は，通常時に使用する系統から速やかに切

り替えることができるよう，系統に必要な弁等を設ける設計

とし，弁等の操作により安全機能を有する施設の系統から重
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大事故等対処設備の系統に速やかに切り替えられる設計と

する。  

廃ガス貯留設備の圧力計，流量計及び放射線モニタの操作性

の確保については，「 43条  計装設備」に記載する。  

試料分析関係設備及び放射線監視設備の操作性の確保につ

いては，「 45条  監視測定設備」にて記載する。  
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2.7 試験・検査  

基本方針については，「 33条  重大事故等対処設備」の「 2.4 操

作性及び試験・検査性」に示す。  

( a )  可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，再処理施設の運転

中又は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等が可能な設

計とする。性能確認においては，代替可溶性中性子吸収材緊

急供給回路からの信号による代替可溶性中性子吸収材緊急

供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に試験及

び検査を実施する。  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検，性能確認，分解点検等が可能な

設計とする。性能確認においては，重大事故時可溶性中性子

吸収材供給回路からの信号による重大事故時可溶性中性子

吸収材供給系の弁の作動試験等を行うことにより定期的に

試験及び検査を実施する。  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路は，再処理施設の運

転中又は停止中に外観点検，性能確認等が可能な設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路は，再処理施設の

運転中又は停止中に外観点検，性能確認等が可能な設計とす

る。  

 

 (ｂ )  臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設

備  

臨界事故時水素掃気系の一般圧縮空気系，安全圧縮空気系及
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2－54 

び機器圧縮空気供給配管・弁は，再処理施設の運転中又は停止

中に外観点検，分解確認等が可能な設計とする。  

臨界事故時水素掃気系の可搬型建屋内ホースは，再処理施設

の運転中又は停止中に外観点検，員数確認が可能な設計とする。 

 

 (ｃ )貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備  

廃ガス貯留設備は，再処理施設の運転中又は停止中に外観点

検，性能確認，分解点検等が可能な設計とする。性能確認にお

いては，代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路，重大事故時可

溶性中性子吸収材供給回路又は重大事故時供給停止回路から

の信号による廃ガス貯留設備の隔離弁及び空気圧縮機の作動

試験等を行うことにより定期的に試験及び検査を実施する。  
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3－1 

3. 主要設備及び仕様

 臨界事故の拡大を防止するための設備 の主要設備及び仕様を

第 34．２表に示す。  
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表－1 

第 34.１表  臨界事故の発生を仮定する機器  

建屋  機器名  

前処理建屋  

溶解槽Ａ  

溶解槽Ｂ  

エンドピース酸洗浄槽Ａ  

エンドピース酸洗浄槽Ｂ  

ハル洗浄槽Ａ  

ハル洗浄槽Ｂ  

精製建屋  
第５一時貯留処理槽  

第７一時貯留処理槽  
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表－2 

第 34.２表  臨界事故の対処に用いる主要設備の仕様  

１  臨界事故の拡大を防止するための設備  

1.1 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

ａ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給系  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽  

種   類    たて置円筒形  

 基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

  容   量    約 0.1ｍ３／基  

   主要材料    ステンレス鋼  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁  

基   数    ４（２基／系列×２系列 ) 

 主要材料    ステンレス鋼  

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系主配管・弁  

数   量    ２系列  

主要材料    ステンレス鋼  

安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

ｂ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（エンドピース  

酸洗浄槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

     容   量    約 0.3ｍ ３／基  

主要材料    ステンレス鋼  

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（エンドピース  
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表－3 

酸洗浄槽用）  

    基   数    ４（２基／系列×２系列 ) 

      主要材料    ステンレス鋼  

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（エン  

ドピース酸洗浄槽用）  

     数   量    ２系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（ハル洗浄槽用） 

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

    容   量    約 0.1ｍ ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼  

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（ハル洗浄槽用） 

     基   数    ４（２基／系列×２系列 ) 

     主要材料    ステンレス鋼  

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（ハル  

洗浄槽用）  

     数   量    ２系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第５一時貯留  

処理槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    １  

     容   量    約 0.1ｍ ３／基  

     主要材料    ステンレス鋼  
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表－4 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第５一時貯留  

処理槽用）  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

     主要材料    ステンレス鋼  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（第５  

一時貯留処理槽用）  

     数   量    １系列  

主要材料    ステンレス鋼  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽（第７一時貯留  

処理槽用）  

     種   類    たて置円筒形  

     基   数    １  

     容   量    約 0.2ｍ ３／基  

主要材料    ステンレス鋼   

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁（第７一時貯留  

処理槽用）  

     基   数    ２（１基／系列×２系列 ) 

     主要材料    ステンレス鋼  

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系  配管・弁（第７  

一時貯留処理槽用）  

     数   量    １系列  

     主要材料    ステンレス鋼  

 一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

 安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

104



表－5 

ｃ ） 臨界事故の発生を仮定する機器（設計基準対象の施設と

兼用）（第 34.１表）  

ｄ ）  代替可溶性中性子吸収材緊急供給回路  

緊急停止系（前処理施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

ｅ ）  重大事故時可溶性中性子吸収材供給回路  

緊急停止系（前処理施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

緊急停止系（精製施設用，電路含む）  

     数   量    １式  

ｆ ）  計装設備（第 43 条  計装設備）  

ｇ ）  電気設備（第 42 条  電源設備）  

ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

ａ ）  計装設備（第 43 条  計装設備）   
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表－6 

1.2 臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する

設備  

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備

ａ ) 臨界事故時水素掃気系

一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

機器圧縮空気供給配管・弁（設計基準対象の施設と兼

用）  

数   量    16系列  

主要材料    ステンレス鋼

ｂ ） 臨界事故の発生を仮定する機器（設計基準対象の施設と

兼用）（第 34.１表）  

ｃ ) 電気設備（第 42 条  電源設備）

ⅱ ） 可搬型重大事故等対処設備

ａ ) 臨界事故時水素掃気系

可搬型建屋内ホース（溶解槽，エンドピース酸洗浄槽，

ハル洗浄槽用）

数   量 １式

接続方式 コネクタ接続

可搬型建屋内ホース（第５一時貯留処理槽，第７一時

貯留処理槽用）

数   量    １式

接続方式    コネクタ接続

ｂ ) 計装設備（第 43 条  計装設備）  
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表－7 

1.3 貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備

ⅰ ）  常設重大事故等対処設備

ａ ) 廃ガス貯留設備（前処理建屋用）

廃ガス貯留設備の隔離弁

基   数 ４（２基／系列×２系列）

主要材料    ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の空気圧縮機  

台   数 ２ (うち１台は予備）

吐出圧力 約 0.5ＭＰａ［ gage］  

電気負荷容量 約 40ｋＶＡ／台  

容   量 約 50ｍ ３／ｈ［ normal］／台

廃ガス貯留設備の逆止弁

基   数    １

主要材料    ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽

種   類 たて置円筒形

数   量 １式  

容   量 約 10ｍ ３

主要材料    ステンレス鋼

廃ガス貯留設備の配管・弁

数   量    １系列

主要材料    ステンレス鋼

ｂ ) 廃ガス貯留設備（精製建屋用）

廃ガス貯留設備の隔離弁

基   数    ２
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表－8 

    主要材料    ステンレス鋼  

    廃ガス貯留設備の空気圧縮機  

      台   数    ３ (うち１台は予備）  

      吐出圧力    約 0.5ＭＰａ［ gage］  

      電気負荷容量  約 40ｋＶＡ／台  

      容   量    約 50ｍ ３／ｈ［ normal］／台  

   廃ガス貯留設備の逆止弁  

    基   数    １  

    主要材料    ステンレス鋼  

   廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽  

    種   類    たて置円筒形  

    数   量    １式  

    容   量    約 21ｍ ３  

    主要材料    ステンレス鋼  

   廃ガス貯留設備の配管・弁  

    数   量    １系列  

    主要材料    ステンレス鋼  

ｃ ) せん断処理・溶解廃ガス処理設備  

   凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）  

    高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

    排風機（設計基準対象の施設と兼用）  

    隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     基   数    ６  

     主要材料    ステンレス鋼  

    主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  
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表－9 

     数   量    ３系列  

    主要材料    ステンレス鋼  

ｄ ) 精製建屋塔槽類廃ガス処理設備  塔槽類廃ガス処理系  

（プルトニウム系）  

    凝縮器（設計基準対象の施設と兼用）  

    高性能粒子フィルタ（設計基準対象の施設と兼用）  

    排風機（設計基準対象の施設と兼用）  

    隔離弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     基   数    ２  

     主要材料    ステンレス鋼  

    主配管・弁（設計基準対象の施設と兼用）  

     数   量    １系列  

    主要材料    ステンレス鋼  

ｅ ) 前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備  

    主配管（設計基準対象の施設と兼用）  

      数   量    １系列  

      主要材料    ステンレス鋼  

ｆ ) ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理  

    設備  

    主配管（設計基準対象の施設と兼用）  

      数   量    １系列  

      主要材料    ステンレス鋼  

ｇ ) 高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備   

高レベル濃縮廃液廃ガス処理系  

    主配管（設計基準対象の施設と兼用）  
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表－10 

数   量 １系列

主要材料 ステンレス鋼

ｈ ) 主排気筒（設計基準対象の施設と兼用）

ｉ ) 圧縮空気設備

一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）

ｊ ) 冷却水設備

一般冷却水系（設計基準対象の施設と兼用）

ｋ ) 低レベル廃液処理設備

第１低レベル廃液処理系

ｌ ) 計装設備（第 43 条 計装設備）

ｍ ) 電気設備（第 42 条  電源設備）

ｎ ) 試料分析関係設備（第 45 条  監視測定設備）

ｏ ) 放射線監視設備（第 45 条  監視測定設備）
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4
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収
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収
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収
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収
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収
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収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
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収
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収
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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収
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４
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２
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２
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４
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２
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４
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２
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２
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４
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２
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２
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0
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－
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－
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事
故
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条
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計
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計
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事
故
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計
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故
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条
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計
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条
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計
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、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

操
作

内
容

緊
急

停
止

操
作

ス
イ

ッ
チ

を
押

下
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
緊

急
停

止
操

作
ス

イ
ッ

チ
を

押
下

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

第
４

号
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

第
５

号
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

系
統

設
計

他
の

設
備

か
ら

独
立

し
て

使
用

可
能

な
設

計
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
他

の
設

備
か

ら
独

立
し

て
使

用
可

能
な

設
計

と
す

る
こ

と
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

通
常

時
は

分
離

さ
れ

て
お

り
悪

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

い
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

そ
の

他
（
飛

散
物

）
地

震
に

対
し

て
は

第
3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

第
７

号
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。

自
然

現
象

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

人
為

事
象

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
（
2
／

4
）

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
（
温

度
、

圧
力

、
湿

度
、

放
射

線
）

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所

3
4
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
３

４
条

　
臨

界
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(２

)
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(２
)

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
(２

)
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(２
)

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
(２

)
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(２
)

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
(２

)
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

(ｄ
)　

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
(ｄ

)　
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

(ｄ
)　

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系
(a

)
臨

界
事

故
時

水
素

掃
気

系

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

弁
（
ハ

ル
洗

浄
槽

用
）

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
配

管
・
弁

（
ハ

ル
洗

浄
槽

用
）

圧
縮

空
気

設
備

一
般

圧
縮

空
気

系
圧

縮
空

気
設

備
一

般
圧

縮
空

気
系

圧
縮

空
気

設
備

安
全

圧
縮

空
気

系
機

器
圧

縮
空

気
供

給
配

管
・
弁

（
溶

解
設

備
）
（
溶

解
槽

用
）

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

（
計

測
制

御
系

）
（
溶

解
槽

用
）

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

（
溶

解
設

備
）
（
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
用

）
機

器
圧

縮
空

気
供

給
配

管
・
弁

（
計

測
制

御
系

）
（
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
用

）
機

器
圧

縮
空

気
供

給
配

管
・
弁

（
溶

解
設

備
）
（
ハ

ル
洗

浄
槽

用
）

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

基
　

　
数

　
　

　
４

基
数

　
　

量
　

　
　

２
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
数

　
　

量
　

　
　

２
系

列
数

　
　

量
　

　
　

２
系

列
数

　
　

量
　

　
　

２
系

列
数

　
　

量
　

　
　

２
系

列
数

　
　

量
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条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
（
3
／

4
）

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
（
温

度
、

圧
力

、
湿

度
、

放
射

線
）

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

(２
)

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
(２

)
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

ｂ
．

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ｂ
．

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

(a
)

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

(a
)

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
（
溶

解
槽

，
エ

ン
ド

ピ
ー

ス
酸

洗
浄

槽
用

）
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

（
ハ

ル
洗

浄
槽

用
）

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

隔
離

弁
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
空

気
圧

縮
機

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

逆
止

弁
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
廃

ガ
ス

貯
留

槽
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
配

管
・
弁

せ
ん

断
処

理
・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

凝
縮

器
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

排
風

機

種
　

　
類

　
　

　
呼

び
径

2
0
Ａ

，
2
0
ｍ

／
本

種
　

　
類

　
　

　
呼

び
径

2
0
Ａ

，
2
0
ｍ

／
本

－
-

－
-

－
種

　
　

類
　

　
　

た
て

置
多

管
式

種
　

　
類

　
　

高
性

能
粒

子
フ

ィ
ル

タ
種

　
　

類
　

　
　

ル
ー

ツ
式

数
　

　
量

　
　

６
本

（
う

ち
４

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

６
本

（
う

ち
４

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

基
　

　
数

　
　

　
４

基
台

　
　

数
　

　
２

台
（
う

ち
１

台
は

予
備

）
基

　
　

数
　

　
　

１
基

数
　

　
量

　
　

　
１

式
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列
基

　
　

数
　

　
２

基
（
1
基

/
系

列
×

２
系

列
）

基
　

　
数

　
　

６
基

（
１

基
×

２
段

／
系

列
×

３
系

列
，

う
ち

１
基

×
２

段
／

系
列

×
１

系
列

は
予

備
）

台
　

　
数

　
　

３
台

（
１

台
／

系
列

×
３

系
列

，
う

ち
１

台
／

系
列

×
１

系
列

は
予

備
）

-
-

－
-

－
-

－
容

量
　

約
1
7
0
,0

0
0
kc

al
／

h
／

基
粒

子
除

去
効

率
　

9
9
.9

％
以

上
（
0
.3

μ
ｍ

Ｄ
Ｏ

Ｐ
粒

子
）

　
容

量
　

約
5
2
0
N

m
3
／

ｈ
／

基

３
（
２

）
セ

ッ
ト

３
（
２

）
セ

ッ
ト

４
基

２
台

１
基

１
式

１
系

列
２

基
６

基
３

台

－
－

－
吐

出
圧

力
　

　
約

0
.5

Ｍ
Ｐ

ａ
[g

ag
e
]

容
量

　
　

約
5
0
ｍ

３
／

ｈ
[n

o
rm

al
]／

台
－

容
　

　
量

　
　

　
約

1
0
m

3
－

－
－

－

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
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に
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置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象
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査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

通
常

時
は

分
離

さ
れ

て
お

り
悪

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

い
。

通
常

時
は

分
離

さ
れ

て
お

り
悪

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

い
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

竜
巻

（
風

（
台

風
）
含

む
）
に

対
し

て
は

建
屋

内
に

設
置

、
保

管
。

屋
外

は
固

縛
を

行
う

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

竜
巻

（
風

（
台

風
）
含

む
）
に

対
し

て
は

建
屋

内
に

設
置

、
保

管
。

屋
外

は
固

縛
を

行
う

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

回
転

体
が

飛
散

す
る

こ
と

を
防

ぐ
こ

と
で

他
の

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
地

震
に

対
し

て
は

第
3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

容
易

か
つ

確
実

な
接

続
と

規
格

の
統

一
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

容
易

か
つ

確
実

な
接

続
と

規
格

の
統

一
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
（
複

数
個

所
）

そ
の

他
の

自
然

現
象

に
対

し
て

は
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

位
置

的
分

散
（
複

数
個

所
）

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
（
複

数
個

所
）

そ
の

他
の

自
然

現
象

に
対

し
て

は
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

位
置

的
分

散
（
複

数
個

所
）

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

た
建

屋
内

の
常

設
と

異
な

る
保

管
場

所
に

保
管

す
る

。
屋

外
は

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

建
屋

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

か
ら

1
0
0
m

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

し
位

置
的

分
散

を
図

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

た
建

屋
内

の
常

設
と

異
な

る
保

管
場

所
に

保
管

す
る

。
屋

外
は

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

建
屋

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

か
ら

1
0
0
m

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

し
位

置
的

分
散

を
図

る
。

・
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

を
考

慮
し

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

・
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

を
考

慮
し

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

に
、

位
置

的
分

散
を

図
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

に
、

位
置

的
分

散
を

図
る

。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

、
位

置
的

分
散

を
図

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

、
位

置
的

分
散

を
図

る
。

・
内

部
発

生
飛

散
物

に
対

し
て

は
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

、
位

置
的

分
散

を
図

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
保

管
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
火

災
防

護
を

行
う

。

・
内

部
発

生
飛

散
物

に
対

し
て

は
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

、
位

置
的

分
散

を
図

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
保

管
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
火

災
防

護
を

行
う

。
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
（
4
／

4
）

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
（
温

度
、

圧
力

、
湿

度
、

放
射

線
）

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（
飛

散
物

）

第
７

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

3
3
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（
）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・
検

査

切
り

替
え

性
（
本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響 共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（
再

処
理

施
設

の
外

か
ら

水
等

を
供

給
す

る
も

の
）

設
置

場
所

（
放

射
線

影
響

の
防

止
）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

３
４

条
　

臨
界

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(ｂ
)　

主
排

気
筒

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

せ
ん

断
処

理
・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

隔
離

弁
せ

ん
断

処
理

・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配

管
・
弁

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
主

配
管

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
高

レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
廃

ガ
ス

処
理

系
主

配
管

主
排

気
筒

冷
却

水
設

備
一

般
冷

却
水

系
圧

縮
空

気
設

備
一

般
圧

縮
空

気
系

圧
縮

空
気

設
備

安
全

圧
縮

空
気

系
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
設

備
第

１
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
系

-
-

-
-

-
-

-
-

-

基
　

　
数

　
　

　
６

基
数

　
　

量
　

　
３

系
列

（
う

ち
１

系
列

は
予

備
）

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

-
-

-
-

-
-

-
-

-

６
基

３
系

列
１

系
列

１
系

列
1

１
系

列
１

系
列

１
系

列
１

系
列

－
－

－
－

－
－

－
－

－

重
大

事
故

当
時

の
環
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い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
（
1
／

3
）

34
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

3
4条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(１

)
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

の
自

動
供

給
に

使
用

す
る

設
(２

)　
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(２
)

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

(ａ
)　

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

回
路

(b
)

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
(b

)
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

(b
)

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
(b

)
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

(b
)

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
(b

)
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

(b
)

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
(b

)
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

(a
)

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

(a
)

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

緊
急

停
止

系
（精

製
建

屋
用

，
電

路
含

む
）

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

槽
（
第

５
一

時
貯

留
処

理
槽

用
）

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

弁
（第

５
一

時
貯

留
処

理
槽

用
）

重
大

事
故

時
可

溶
性

中
性

子
吸

収
材

供
給

系
配

管
・弁

（第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
槽

（第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
弁

（第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
重

大
事

故
時

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
系

配
管

・弁
（第

７
一

時
貯

留
処

理
槽

用
）

圧
縮

空
気

設
備

一
般

圧
縮

空
気

系
圧

縮
空

気
設

備
安

全
圧

縮
空

気
系

圧
縮

空
気

設
備

一
般

圧
縮

空
気

系
圧

縮
空

気
設

備
安

全
圧

縮
空

気
系

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

数
　

　
量

　
　

１
式

基
　

　
数

　
　

1
基

基
　

　
数

　
　

２
基

数
　

　
量

　
　

1系
列

基
　

　
数

　
　

1基
基

　
　

数
　

　
２

基
数

　
　

量
　

　
1系

列
数

　
　

量
　

　
1系

列
数

　
　

量
　

　
1系

列
数

　
　

量
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

１
系

列

-
－

－
－

－
－

－
－

－
-

-

１
式

1基
２

基
1系

列
1基

２
基

1系
列

1系
列

１
系

列
１

系
列

１
系

列

－
容

量
　

約
0.

1
m

3
－

－
容

量
　

約
0.

2m
3

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
（温

度
、

圧
力

、
湿

度
、

放
射

線
）

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

自
然

現
象

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

人
為

事
象

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

2
9条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

操
作

環
境

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

操
作

内
容

緊
急

停
止

操
作

ス
イ

ッ
チ

を
押

下
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
操

作
不

要
弁

の
手

動
操

作
弁

の
手

動
操

作

第
４

号
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

第
５

号
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

切
換

え
を

要
し

な
い

。

系
統

設
計

他
の

設
備

か
ら

独
立

し
て

使
用

可
能

な
設

計
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
こ

と
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
こ

と
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
通

常
時

の
系

統
構

成
と

同
じ

系
統

構
成

で
重

大
事

故
等

対
処

施
設

と
し

て
使

用
す

る
こ

と
に

よ
り

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

そ
の

他
（飛

散
物

）
地

震
に

対
し

て
は

第
3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

第
７

号
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。
遮

蔽
の

設
置

、
線

源
か

ら
の

離
隔

距
離

を
確

保
し

た
場

所
に

設
置

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

自
然

現
象

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

人
為

事
象

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

で
整

理
す

る
。

第
3
3条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1
項

第
2号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

）

設
置

場
所

（放
射

線
影

響
の

防
止

）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所

設
置

場
所

（放
射

線
影

響
の

防
止

）

33
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・検
査

切
り

替
え

性
（本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響

132



S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
（
2
／

3
）

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
（温

度
、

圧
力

、
湿

度
、

放
射

線
）

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（飛

散
物

）

第
７

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

）

設
置

場
所

（放
射

線
影

響
の

防
止

）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所

設
置

場
所

（放
射

線
影

響
の

防
止

）

33
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・検
査

切
り

替
え

性
（本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響

34
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

3
4条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
(２

)　
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(２
)　

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
(２

)　
放

射
線

分
解

水
素

の
掃

気
に

使
用

す
る

設
備

(２
)　

放
射

線
分

解
水

素
の

掃
気

に
使

用
す

る
設

備
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ｂ
．

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ｂ
．

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

(a
)　

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

(a
)　

臨
界

事
故

時
水

素
掃

気
系

(d
) 

可
搬

型
建

屋
内

ホ
ー

ス
(d

) 
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・弁
（精

製
建

屋
一

時
貯

留
処

理
設

備
）

機
器

圧
縮

空
気

供
給

配
管

・
弁

（
計

測
制

御
系

）
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

（第
５

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
可

搬
型

建
屋

内
ホ

ー
ス

（第
７

一
時

貯
留

処
理

槽
用

）
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
隔

離
弁

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

空
気

圧
縮

機
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

の
逆

止
弁

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

廃
ガ

ス
貯

留
槽

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
の

配
管

・弁
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
凝

縮
器

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
高

性
能

粒
子

フ
ィ

ル
タ

-
-

-
-

-
-

-
-

－
種

　
　

類
　

　
　

た
て

置
多

管
式

種
　

　
類

　
　

　
高

性
能

粒
子

フ
ィ

ル
タ

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

数
　

　
量

　
　

　
２

系
列

数
　

　
量

　
　

　
６

本
（
う

ち
４

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

数
　

　
量

　
　

　
６

本
（う

ち
４

本
は

故
障

時
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
）

基
　

　
数

　
　

　
２

基
台

　
　

数
　

　
　

３
台

（う
ち

１
台

は
予

備
）

基
　

　
数

　
　

　
１

基
数

　
　

量
　

　
　

１
式

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

基
基

　
　

数
　

　
　

６
基

（
３

基
×

２
段

，
う

ち
１

基
×

２
段

は
予

備
）

-
-

-
-

-
-

－
-

－
容

量
　

約
29

kW
(2

5,
00

0k
ca

l／
h／

基
)

粒
子

除
去

効
率

　
9
9
.9

％
以

上
（
0
.3

μ
ｍ

Ｄ
Ｏ

Ｐ
粒

子
）

容
量

　
約

３
８

０
N

m
3
／

ｈ
／

基
２

系
列

２
系

列
３

（
２

）セ
ッ

ト
３

（
２

）セ
ッ

ト
２

基
３

台
１

基
１

式
１

系
列

１
基

６
基

－
－

－
－

－
吐

出
圧

力
　

　
　

約
0.

5Ｍ
Ｐ

ａ
[g

ag
e]

容
量

　
　

　
約

50
ｍ

３
／

ｈ
[n

o
rm

al
]／

台
－

容
　

　
量

　
　

　
約

21
m

3
－

-
－

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

2
9条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

弁
の

手
動

操
作

弁
の

手
動

操
作

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

3
3条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
こ

と
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

通
常

時
は

分
離

さ
れ

て
お

り
悪

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

い
。

通
常

時
は

分
離

さ
れ

て
お

り
悪

影
響

を
与

え
る

こ
と

は
な

い
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
通

常
時

は
分

離
さ

れ
て

お
り

悪
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

。
弁

等
の

操
作

に
よ

り
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
し

て
の

系
統

構
成

と
す

る
こ

と
で

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

弁
等

の
操

作
に

よ
り

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
系

統
構

成
と

す
る

こ
と

で
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

竜
巻

（風
（台

風
）
含

む
）に

対
し

て
は

建
屋

内
に

設
置

、
保

管
。

屋
外

は
固

縛
を

行
う

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

竜
巻

（
風

（
台

風
）
含

む
）に

対
し

て
は

建
屋

内
に

設
置

、
保

管
。

屋
外

は
固

縛
を

行
う

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

回
転

体
が

飛
散

す
る

こ
と

を
防

ぐ
こ

と
で

他
の

設
備

に
悪

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

設
計

と
し

、
地

震
に

対
し

て
は

第
31

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

放
射

線
の

影
響

を
考

慮
し

、
そ

れ
ぞ

れ
互

い
に

異
な

る
複

数
の

場
所

に
接

続
口

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

で
整

理
す

る
。

第
3
3条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1
項

第
2号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

容
易

か
つ

確
実

な
接

続
と

規
格

の
統

一
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

容
易

か
つ

確
実

な
接

続
と

規
格

の
統

一
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
（複

数
個

所
）

そ
の

他
の

自
然

現
象

に
対

し
て

は
第

33
条

第
1項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

位
置

的
分

散
（複

数
個

所
）

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
（複

数
個

所
）

そ
の

他
の

自
然

現
象

に
対

し
て

は
第

3
3条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

位
置

的
分

散
（複

数
個

所
）

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

建
屋

内
の

常
設

と
異

な
る

保
管

場
所

に
保

管
す

る
。

屋
外

は
重

大
事

故
等

が
発

生
す

る
建

屋
及

び
設

計
基

準
事

故
に

対
処

す
る

た
め

の
設

備
か

ら
10

0
m

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

第
33

条
第

1項
第

2
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

た
建

屋
内

の
常

設
と

異
な

る
保

管
場

所
に

保
管

す
る

。
屋

外
は

重
大

事
故

等
が

発
生

す
る

建
屋

及
び

設
計

基
準

事
故

に
対

処
す

る
た

め
の

設
備

か
ら

10
0
m

以
上

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

外
部

保
管

エ
リ

ア
に

保
管

す
る

。

・
第

3
3
条

第
1
項

第
2号

を
考

慮
し

た
建

屋
内

に
確

保
す

る
。

・第
33

条
第

1項
第

2号
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

確
保

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

に
、

位
置

的
分

散
を

図
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
に

対
し

て
は

第
3
3条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

に
、

位
置

的
分

散
を

図
る

。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

と
と

も
、

位
置

的
分

散
を

図
る

。
第

33
条

第
1項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

、
位

置
的

分
散

を
図

る
。

・
内

部
発

生
飛

散
物

に
対

し
て

は
第

3
3
条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
と

と
も

、
位

置
的

分
散

を
図

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
保

管
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
火

災
防

護
を

行
う

。

・内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

と
と

も
、

位
置

的
分

散
を

図
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

保
管

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
火

災
防

護
を

行
う

。
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S
A

設
備

基
準

適
合

性
一

覧
（
3
／

3
）

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
（
温

度
、

圧
力

、
湿

度
、

放
射

線
）

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

操
作

環
境

操
作

内
容

第
４

号

第
５

号

系
統

設
計

そ
の

他
（飛

散
物

）

第
７

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

第
１

号

第
２

号

第
３

号

第
４

号

第
５

号

自
然

現
象

人
為

事
象

周
辺

機
器

か
ら

の
悪

影
響

共 通 要 因 故 障 防 止

第 ２ 項 ( 常 設 )

共
通

要
因

故
障

防
止

第 ３ 項 （ 可 搬 型 ）

常
設

と
の

接
続

性

異
な

る
複

数
の

接
続

口
の

確
保

（再
処

理
施

設
の

外
か

ら
水

等
を

供
給

す
る

も
の

）

設
置

場
所

（放
射

線
影

響
の

防
止

）

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト

第
６

号

保
管

場
所

設
置

場
所

（放
射

線
影

響
の

防
止

）

33
条

適
合

性

第 ３ ３ 条

第 １ 項 （ 共 通 ）

第
１

号

個
数

（）
は

可
搬

型
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
故

障
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

※
待

機
除

外
時

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

の
個

数
は

除
く
。

容
量

第
２

号

環 境 条 件 に お け る 健 全 性

第
３

号

操 作 性

試
験

・検
査

切
り

替
え

性
（本

来
の

用
途

以
外

の
用

途
で

使
用

す
る

場
合

）

第
６

号

悪 影 響

34
条

　
臨

界
3
4条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
34

条
　

臨
界

34
条

　
臨

界
3
4
条

　
臨

界
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
(３

)　
貯

留
設

備
に

よ
る

放
射

性
物

質
の

貯
留

に
使

用
す

る
設

(３
)　

貯
留

設
備

に
よ

る
放

射
性

物
質

の
貯

留
に

使
用

す
る

設
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備
ａ
．

常
設

重
大

事
故

等
対

処
設

備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(ｈ

)　
主

排
気

筒
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備
(a

)　
廃

ガ
ス

貯
留

設
備

(a
)　

廃
ガ

ス
貯

留
設

備

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
排

風
機

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

（プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

系
）

隔
離

弁
精

製
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
主

配
管

・弁
ウ

ラ
ン

・プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

混
合

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

主
配

管

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
高

レ
ベ

ル
濃

縮
廃

液
廃

ガ
ス

処
理

系
主

配
管

主
排

気
筒

冷
却

水
設

備
一

般
冷

却
水

系
圧

縮
空

気
設

備
一

般
圧

縮
空

気
系

圧
縮

空
気

設
備

安
全

圧
縮

空
気

系
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
設

備
第

１
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
系

種
　

　
類

　
　

　
ル

ー
ツ

式
-

-
-

-
-

-
-

-
-

台
　

　
数

　
　

　
２

台
（
う

ち
１

台
は

予
備

）
基

　
　

数
　

　
　

２
基

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

数
　

　
量

　
　

　
１

系
列

台
　

　
数

　
　

　
１

系
列

数
　

　
量

　
　

　
１

式
数

　
　

量
　

　
　

１
系

列

容
量

　
約

1,
1
00

N
m

3／
ｈ

／
基

-
-

-
-

-
-

-
-

-

２
台

２
基

１
系

列
１

系
列

１
系

列
1

１
系

列
１

系
列

１
式

１
系

列

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

重
大

事
故

当
時

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
た

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

対
象

か
ら

の
距

離
を

確
保

又
は

影
響

を
受

け
な

い
設

計
と

す
る

。
対

象
か

ら
の

距
離

を
確

保
又

は
影

響
を

受
け

な
い

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

手
順

（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
又

は
「
内

部
火

災
に

対
す

る
防

護
方

針
」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
、

設
置

場
所

で
の

転
倒

防
止

等
の

措
置

を
講

ず
る

。
そ

の
他

は
自

然
現

象
を

考
慮

し
た

建
屋

内
に

設
置

す
る

設
計

、
自

然
現

象
を

考
慮

し
て

機
能

を
喪

失
し

な
い

設
計

と
す

る
。

又
は

手
順

に
よ

り
対

応
す

る
。

地
震

等
に

よ
り

機
能

が
損

な
わ

れ
る

場
合

，
修

理
等

の
対

応
に

よ
り

機
能

を
維

持
す

る
設

計
と

す
る

。

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

操
作

不
要

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

健
全

性
及

び
能

力
を

確
認

す
る

た
め

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
設

計
と

す
る

。
健

全
性

及
び

能
力

を
確

認
す

る
た

め
に

検
査

又
は

試
験

が
で

き
る

設
計

と
す

る
。

第
3
3条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

を
考

慮
し

て
切

替
え

可
能

な
設

計
と

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
を

考
慮

し
て

切
替

え
可

能
な

設
計

と
す

る
。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

通
常

時
の

系
統

構
成

と
同

じ
系

統
構

成
で

重
大

事
故

等
対

処
施

設
と

し
て

使
用

す
る

こ
と

に
よ

り
悪

影
響

を
与

え
な

い
設

計
と

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
他

の
設

備
に

悪
影

響
を

与
え

な
い

設
計

と
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

遮
蔽

の
設

置
、

線
源

か
ら

の
離

隔
距

離
を

確
保

し
た

場
所

に
設

置
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

地
震

に
対

し
て

は
第

31
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。

地
震

に
対

し
て

は
第

3
1
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
そ

の
他

の
自

然
現

象
を

考
慮

し
建

屋
内

に
設

置
す

る
設

計
、

自
然

現
象

を
考

慮
し

て
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
又

は
手

順
に

よ
り

対
応

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

第
3
3条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

33
条

第
1項

第
2号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。
第

3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
で

整
理

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
29

条
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
33

条
第

1項
第

2号
の

環
境

条
件

に
基

づ
き

設
計

す
る

。
溢

水
、

化
学

薬
品

漏
え

い
に

対
し

て
は

漏
え

い
量

を
考

慮
し

，
影

響
を

受
け

な
い

高
さ

へ
の

設
置

及
び

被
水

，
被

液
防

護
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
，

手
順

（関
連

す
る

工
程

の
停

止
等

）に
よ

り
対

応
す

る
。

火
災

に
対

し
て

は
第

29
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。

内
部

発
生

飛
散

物
に

対
し

て
は

第
3
3
条

第
1
項

第
2
号

の
環

境
条

件
に

基
づ

き
設

計
す

る
。

溢
水

、
化

学
薬

品
漏

え
い

に
対

し
て

は
漏

え
い

量
を

考
慮

し
，

影
響

を
受

け
な

い
高

さ
へ

の
設

置
及

び
被

水
，

被
液

防
護

す
る

設
計

と
す

る
。

ま
た

，
手

順
（
関

連
す

る
工

程
の

停
止

等
）
に

よ
り

対
応

す
る

。
火

災
に

対
し

て
は

第
2
9
条

に
基

づ
く
設

計
と

す
る

。
地

震
等

に
よ

り
機

能
が

損
な

わ
れ

る
場

合
，

修
理

等
の

対
応

に
よ

り
機

能
を

維
持

す
る

設
計

と
す

る
。
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主
排
気
筒

排
風
機

Ｒ

論
理
回
路

論
理
回
路

Ｒ Ｒ

一
般
圧
縮
空
気
系
よ
り

（
建
屋
境
界
）

供
給
弁

臨
界
検
知
用

放
射
線
検
出
器

①

①

①

常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

弁
・
ダ
ン
パ
（
開
）

弁
・
ダ
ン
パ
（
閉
止
）

ポ
ン
プ
・
排
風
機

凡
例

信
号

隔
離
弁

① ① ①

高
性
能
粒
子

フ
ィ
ル
タ

臨
界
事
故
の
発
生
を

仮
定
す
る
機
器

可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
）

代
替
可
溶
性
中
性
子
吸
収

材
緊
急
供
給
槽
又
は

重
大
事
故
時
可
溶
性
中
性

子
吸
収
材
供
給
槽

凝
縮
器

廃
ガ
ス
貯
留
槽

逆
止
弁

① ①

① ①

Ｐ

圧
力
計

Ｒ

放
射
線

モ
ニ
タ

Ｆ

流
量
計

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
の

空
気
圧
縮
機

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
の

空
気
圧
縮
機

Ｐ

圧
力
計

隔
離
弁

Ｆ
可
搬
型
貯
槽
掃
気

圧
縮
空
気
流
量
計

※
溶
解
槽
Ａ
，
Ｂ

エ
ン
ド
ピ
ー
ス
酸
洗
浄
槽
Ａ
，
Ｂ

ハ
ル
洗
浄
槽
Ａ
，
Ｂ

＊
１
～
＊
５
に
つ
い
て
は
別
表
参
照

＊
１

＊
４

＊
２

＊
３

＊
５

   
 

                   

 
前
処
理
建
屋
に
お
け
る
臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策
の
設
備
の
系
統
概
要
図
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別表 前処理建屋 臨界事故の拡大防止対策の操作対象機器リスト 

 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊１ 臨界事故時水素掃気

系の機器圧縮空気供

給弁 

手動操作 前処理建屋地上１階 

前処理建屋地上２階 

前処理建屋地上３階 

 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊２ せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊３ せん断処理・溶解廃ガ

ス処理設備の排風機 

スイッチ操作 

 

中央制御室 

＊４ 廃ガス貯留設備（前処

理建屋）の廃ガス貯留

設備の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊５ 廃ガス貯留設備（前処

理建屋）の廃ガス貯留

設備の空気圧縮機 

スイッチ操作 中央制御室 
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主
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排
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界
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用
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弁
・
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開
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閉
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ポ
ン
プ
・
排
風
機

凡
例

信
号

高
性
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重
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収
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給
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可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
可
搬
型
ホ
ー
ス
等
）

凝
縮
器

廃
ガ
ス
貯
留
槽

隔
離
弁

逆
止
弁

① ①

① ① ①

Ｒ
Ｐ

放
射
線

モ
ニ
タ

圧
力
計

Ｆ

流
量
計

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
の

空
気
圧
縮
機

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
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空
気
圧
縮
機

廃
ガ
ス
貯
留
設
備
の

空
気
圧
縮
機

Ｐ

圧
力
計

臨
界
事
故
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発
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仮
定
す
る
機
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Ｆ
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搬
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縮
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計

※
第
５
一
時
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留
処
理
槽

第
７
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貯
留
処
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槽

＊
１
～
＊
５
に
つ
い
て
は
別
表
参
照

＊
１

＊
２

＊
３

＊
４

＊
５
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別表 精製建屋 臨界事故の拡大防止対策の操作対象機器リスト 

 

臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊１ 臨界事故時水素掃気

系の機器圧縮空気供

給弁 

手動操作 精製建屋地下１階 

精製建屋地上１階 

精製建屋地上２階 

精製建屋地上４階 

 

廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留 

No. 機器名称 操作方法 操作箇所 

＊２ 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊３ 精製建屋塔槽類廃ガ

ス処理設備 塔槽類

廃ガス処理系（プルト

ニウム系）の排風機 

スイッチ操作 中央制御室 

＊４ 廃ガス貯留設備（精製

建屋）の廃ガス貯留設

備の隔離弁 

スイッチ操作 中央制御室 

＊５ 廃ガス貯留設備（精製

建屋）の廃ガス貯留設

備の空気圧縮機 

スイッチ操作 中央制御室 

 

 

197



令和２年４月 13 日 R5 

 

 
 
 
 

 

補足説明資料 2-4（３４条） 
 
 

  

198



容量設定根拠 
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名 称 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

種類 － たて置円筒形 

基数 基 前処理建屋：２ 

容量 
L 

（1 基当たり） 
別表に示す 

中性子吸収材

の種類 
－ 硝酸ガドリニウム 

硝酸ガドリニ

ウム濃度 
ｇＧｄ／Ｌ 150 

主要材料 － ステンレス鋼 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽は，重大事故時に以下の機能を有す

る。 

 

 臨界事故が発生した場合には，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を用い

て，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽に貯留している硝酸ガドリニウム

を，配管を通じて臨界事故が発生した機器に供給することで，未臨界に移行

させるとともに未臨界を維持する。 

 

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽の容量は，臨界事故の発生が想定され

る機器状態のうち，最も厳しい状態において未臨界への移行に必要となる可

溶性中性子吸収材量に，配管等への滞留量を考慮して設定する。 

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽に貯留する可溶性中性子吸収材貯留

量を次表に示す。 
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別表：可溶性中性子吸収材必要量 

建
屋
名 

機器名 
可溶性中性子
吸収材必要量

［Ｌ］ 

配管滞留量等
［Ｌ］ 

可溶性中性子
吸収材貯留量

［Ｌ］ 

前
処
理
建
屋 

溶解槽Ａ 14 0 14 以上 

溶解槽Ｂ 14 0 14 以上 
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名 称 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

種類 － たて置円筒形 

基数 基 
前処理建屋：４ 

精製建屋：２ 

容量 
L 

（1 基当たり） 
別表に示す 

中性子吸収材

の種類 
－ 硝酸ガドリニウム 

硝酸ガドリニ

ウム濃度 
ｇＧｄ／Ｌ 150 

主要材料 － ステンレス鋼 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽は，重大事故時に以下の機能を有す

る。 

 

 臨界事故が発生した場合には，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用

いて，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽に貯留している硝酸ガドリニウ

ムを，配管を通じて臨界事故が発生した機器に供給することで，未臨界に移

行させるとともに未臨界を維持する。 

 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽の容量は，臨界事故の発生が想定さ

れる機器状態のうち，最も厳しい状態において未臨界への移行に必要となる

可溶性中性子吸収材量に，配管等への滞留量を考慮して設定する。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽に貯留する可溶性中性子吸収材貯

留量を次表に示す。 
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別表：可溶性中性子吸収材必要量 

建
屋
名 

機器名 
可溶性中性子
吸収材必要量

［Ｌ］ 

配管滞留量等
［Ｌ］ 

可溶性中性子
吸収材貯留量

［Ｌ］ 

前
処
理
建
屋

エンドピース酸洗
浄槽Ａ 

28 5 33 以上 

エンドピース酸洗
浄槽Ｂ 

28 5 33 以上 

ハル洗浄槽Ａ 20 1 21 以上 

ハル洗浄槽Ｂ 20 1 21 以上 

精
製
建
屋

第５一時貯留処理
槽 

1 2 3 以上 

第７一時貯留処理
槽 

16 6 22 以上 
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名 称 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 

基数 系列 前処理建屋：２ 

中性子吸収材の

供給完了時間 
分 

臨界検知用放射線検出器による臨界判定

を起点として約 10 

主要材料 － ステンレス鋼 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，重大事故時に以下の機能を有す

る。 

 

 臨界事故が発生した場合には，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系を用い

て，代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽に貯留している硝酸ガドリニウム

を，配管を通じて臨界事故が発生した機器に供給することで，未臨界に移行

させるとともに未臨界を維持する。 

 

 代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，３台の臨界検知用放射線検出器の

うち，２台以上の臨界検知用放射線検出器により線量率の上昇を検知した以

降，直ちに供給弁を開にすることで，代替可溶性中性子吸収材緊急供給系に

内包する硝酸ガドリニウム溶液を，臨界事故が発生した機器に供給できる設

計とする。 

 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系は，臨界検知用放射線検出器による臨

界事故の発生の検知を起点として，約 10 分で，未臨界への移行に必要な可

溶性中性子吸収材を供給できる。 

 

 なお，未臨界に必要な量の可溶性中性子吸収材が供給されるまでの時間に

ついては一律 10 分と設定しているが，実際の設備構成を踏まえた場合，そ

の時間は，５分以下と見積もられる。 
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名 称 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

基数 系列 
前処理建屋：４ 

精製建屋：２  

中性子吸収材の

供給完了時間 
分 

臨界検知用放射線検出器による臨界判定

を起点として約 10 

主要材料 － ステンレス鋼

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，重大事故時に以下の機能を有す

る。 

 臨界事故が発生した場合には，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用

いて，重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽に貯留している硝酸ガドリニウ

ムを，配管を通じて臨界事故が発生した機器に供給することで，未臨界に移

行させるとともに未臨界を維持する。 

 重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，３台の臨界検知用放射線検出器

のうち，２台以上の臨界検知用放射線検出器により線量率の上昇を検知した

以降，直ちに供給弁を開にすることで，重大事故時可溶性中性子吸収材供給

槽に内包する硝酸ガドリニウム溶液を，臨界事故が発生した機器に供給でき

る設計とする。 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系は，臨界検知用放射線検出器による

臨界事故の発生の検知を起点として，約 10 分で，未臨界への移行に必要な

可溶性中性子吸収材を供給できる。 

 なお，未臨界に必要な量の可溶性中性子吸収材が供給されるまでの時間に

ついては一律 10 分と設定しているが，実際の設備構成を踏まえた場合，そ

の時間は，５分以下と見積もられる。 
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名 称 臨界検知用放射線検出器 

台数 台 
前処理建屋：１８（３台／箇所×６箇所） 

精製建屋：６（３台／箇所×２箇所） 

測定範囲 μＳｖ／ｈ １E+０～１E+７ 

測定線種 － ガンマ線 

警報設定値 － 
臨界事故の発生を想定する機器に応じ設

定する。 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

臨界検知用放射線検出器は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 

 臨界事故が発生した場合には，臨界事故の発生が想定される機器が収納さ

れるセル周辺に設置した臨界検知用放射線検出器により，臨界に伴って放出

されるガンマ線の線量率の上昇を検知し，代替可溶性中性子吸収材緊急供給

系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を作動させるとともに，廃ガス

貯留設備への経路を確立し，放射性物質を含む気体を廃ガス貯留設備の廃ガ

ス貯留槽に導く。 

 

 臨界検知用放射線検出器は，検知性の観点から，臨界事故の発生が想定さ

れる機器と臨界検知用放射線検出器の間に存在する遮蔽体が薄い箇所に設

置することとし，臨界事故の有効性評価において基準としている条件（プラ

トー期における核分裂率：1E+15ｆｉｓｓｉｏｎｓ/ｓ）において，セル周辺

の線量率の上昇を計算により確認し，同線量率に対して十分な余裕を持った

測定範囲とする。 

 具体的には，想定する臨界事故において，セル周辺の線量率が測定範囲に

収まるように配置し，警報設定値はバックグラウンドレベルの 50 倍を目安

に設定する。 

臨界事故時に想定される線量率としては，前処理建屋のエンドピース酸洗

浄槽の臨界事故の発生を検知するための臨界検知用放射線検出器の設置予

定場所においては，臨界事故の有効性評価で基準としている条件における線

量率は，約 200μＳｖ／ｈとなる。 
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名 称 廃ガス貯留設備 

台数 系列 
前処理建屋：１ 

精製建屋：１ 

空気圧縮機の吐

出圧力 
ＭＰａ[gage] 約 0.5 

空気圧縮機の運

転方法 
－ 自動 

貯留開始時間 分 臨界事故の検知を起点として１分以内 

廃ガス貯留槽の

容量 
ｍ３ 

前処理建屋： 約 10ｍ３ 

精製建屋：約 21ｍ３ 

廃ガス貯留槽の

圧力 
ＭＰａ[gage] 約 0.4 

機器仕様に関する注記 － 

【設定根拠】 

廃ガス貯留設備は，重大事故時に以下の機能を有する。 

 

 臨界検知用放射線検出器により臨界事故の発生が検知された場合，臨界事

故の検知を起点として１分以内に，廃ガス貯留設備への経路を確立し，自動

的に放射性物質を含む気体を廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽に導く。 

 

 廃ガス貯留設備は，臨界事故の発生の検知を基点として，約１時間にわた

って放射性物質を含む気体を貯留することとし，廃ガス貯留設備の廃ガス貯

留槽の容量は，臨界事故の拡大防止対策により，臨界事故の発生の検知を起

点として約 10 分で未臨界に移行した後に，臨界事故の発生を基点として約

1 時間にわたって廃ガス処理設備から流入する放射性物質を含む気体を貯

留できるよう，必要な容量を確保する。 

 具体的には，前処理建屋にあっては，せん断処理・溶解廃ガス処理設備か

ら臨界事故後に流入する空気量 31ｍ３／ｈ[normal]に，貯留期間１時間を乗

じて求め，精製建屋にあっては，精製建屋塔槽類廃ガス処理設備塔槽類廃ガ

ス処理系（プルトニウム系）から臨界事故後に流入する空気量 70ｍ３／ｈ

[normal］に，貯留期間１時間を乗じて求める。 

 廃ガス処理設備から臨界事故後に流入する空気量の設定においては，水素

掃気用空気，計装用空気，プロセス上必要な空気及び臨界事故により発生す

る放射線分解水素の掃気対策で供給する空気を考慮する。 
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放射性物質を含む気体

ドレン水

架台

支持構造物

廃ガス貯留槽
（縦置円筒形）

 廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽には，放射性物質を含む気体を空気圧縮機

により圧縮して導入することとし，空気圧縮機による圧縮能力を考慮して、

廃ガス貯留槽の容量を決定する。具体的には下式により求める。 

 

前処理建屋 

 廃ガス貯留槽の容量 ＝ 31ｍ３／ｈ[normal]×（70 分※／60 分）÷（導

出完了時圧力（0.4ＭＰａ[gage]）/0.1013ＭＰａ） 

          ＝ 約 10ｍ３ 

 

精製建屋 

 廃ガス貯留槽の容量 ＝ 70ｍ３／ｈ[normal]×（70 分※／60 分）÷（導

出完了時圧力（0.4ＭＰａ[gage]）/0.1013ＭＰａ） 

          ＝ 約 21ｍ３ 

 

※70 分については，未臨界に移行した時点（臨界事故の発生を起点とし

て 10 分）を起点として 60 分間の貯留期間を見込む。 

 

廃ガス貯留設備は，廃ガス処理系統に存在する水封部から，放射性物質を

含む気体がセルに導出されることがないよう圧力を制御することとするた

め，水封部からセル内の空気を多量に吸引することはないが，廃ガス貯留槽

の容量の設定においては，上記の容量に余裕を見込んで設定する。  

 

 下記に，廃ガス貯留槽の外形図を示す。 
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令和２年４月 28 日 R8 

補足説明資料 2-5（３４条） 
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その他設備 
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前処理建屋  
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以下に，前処理建屋の臨界事故に対処するための自主対策設備の概要を

示す。 

 

 前処理建屋の臨界事故に対処するために使用する自主対策設備は以下

のとおりである。 

 

 （１）未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手段 

臨界事故が発生した場合は，臨界事故の発生を検知し，臨界事故が

発生している機器に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて

自動的に可溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行させる

とともに未臨界を維持する。 

また，臨界事故が発生した場合に，可搬型可溶性中性子吸収材供給

器を用いて手動で可溶性中性子吸収材を供給する手段がある。 

手動で中性子吸収材を供給するために使用する設備については，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系からの可溶性中性子吸収材の供給

に比べて，供給に要する時間が長く，また，複数の作業員による作業

となるため，作業人員に余裕がある場合に限定的に有効な手段となる

ため，重大事故等対処設備とは位置づけないが，未臨界に移行するた

めの手段として有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。 

手動による可溶性中性子吸収材の供給対策には，前処理建屋の溶解

設備，前処理建屋のその他再処理設備の附属施設の分析設備及び可搬

型可溶性中性子吸収材供給器を活用する。 

また，溶解槽の臨界事故においては，設計基準設備として整備する

可溶性中性子吸収材緊急供給系からの可溶性中性子吸収材の供給の成

否を確認し，供給されていない場合は，安全系監視制御盤から手動に

より供給弁の開操作を実施する。 

上記自主対策設備の手順の概要を第１図，自主対策設備の概要を第

２図から第３図，タイムチャートを第４図，配置を第５図から第６図

に示す。 
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第３図 前処理建屋の可溶性中性子吸収材緊急供給系からの 

可溶性中性子吸収材の供給 自主対策設備概要図 
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以下に，精製建屋の臨界事故に対処するための自主対策設備の概要を示す。 

 

 精製建屋の臨界事故に対処するために使用する自主対策設備は以下の

とおりである。 

 

 （１）未臨界に移行し，及び未臨界を維持するための対応手段 

臨界事故が発生した場合は，臨界事故の発生を検知し，臨界事故が

発生している機器に，重大事故時可溶性中性子吸収材供給系を用いて

自動的に可溶性中性子吸収材を供給することで，未臨界に移行させる

とともに未臨界を維持する。 

また，臨界事故が発生した場合に，可搬型可溶性中性子吸収材供給

器を用いて手動で可溶性中性子吸収材を供給する手段がある。 

手動で中性子吸収材を供給するために使用する設備については，重

大事故時可溶性中性子吸収材供給系からの可溶性中性子吸収材の供給

に比べて，供給に要する時間が長く，また，複数の作業員による作業

となるため，作業人員に余裕がある場合に限定的に有効な手段となる

ため，重大事故等対処設備とは位置づけないが，未臨界に移行するた

めの手段として有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。 

手動による可溶性中性子吸収材の供給対策には，精製建屋一時貯留

処理設備，計測制御設備及び可搬型可溶性中性子吸収材供給器を活用

する。 

上記自主対策設備の手順の概要を第７図，自主対策設備の概要を第

８図，タイムチャートを第９図，配置を第10図から第11図に示す。 

221



 

臨
界
検
知

用
放
射

線
検
出

器
に

よ
る
臨
界

事
故
の

発
生
検

知
※
１

未
臨
界
へ

の
移
行

の
成
否

判
断
の

た
め

建
屋
内

へ
移
動

可
搬
型
可

溶
性
中

性
子
吸

収
材
供

給
器

接
続
（

手
動
）

未
臨
界
へ

の
移
行

の
成
否

判
断

・
セ
ル
周

辺
の
線

量
当
量

率
が
平

常
運
転

時
程
度

ま
で
低

下
し
た

こ
と
を

確
認

臨
界
事
故

が
発
生

し
た
機

器
を
収

納
し

た
セ
ル

周
辺
の

線
量
当

量
率
を

計
測

線
量
当
量

率
継

続
監
視

重
大
事
故

時
可
溶

性
中
性

子
吸
収

材
供

給
弁
「

開
」
（

自
動
）

中
央
制
御

室
に
お

い
て
緊

急
停
止

操
作
ス
イ

ッ
チ
押

下
（
手

動
）

液
体
状
の

核
燃
料

物
質
の

移
送
停

止
の
成
否

判
断

・
中
央
制

御
室
に

お
い
て

緊
急
停

止
操
作

ス
イ
ッ

チ
の
状

態
表
示

ラ
ン
プ

点
灯
確

認

着
手
判
断

及
び
実

施
判
断

・
中
央
制

御
室
に

お
い
て

臨
界
検

知
用
放

射
線

検
出
器

か
ら
の

臨
界
警

報
発
報

の
確
認

可
溶
性
中

性
子
吸

収
材
の

供
給
開

始
確

認
・

供
給
容

器
内
の

可
溶
性

中
性
子

吸
収
材
の

減
少
の

目
視
確

認

※
１

臨
界
検
知
手
段
に
よ
る
臨
界
事
故
の
発
生
検
知

異
な
る
３
台
の
臨
界
検
知
用
放
射
線
検
出
器
の
う
ち
，

２
台
以
上
の
臨
界
検
知
用
放
射
線
検
出
器
が
臨
界
に

伴
っ
て
放
出
さ
れ
る
ガ
ン
マ
線
の
線
量
当
量
率
の
上
昇

を
同
時
に
検
知
し
，
論
理
回
路
に
よ
り
臨
界
事
故
の
発

生
を
仮
定
す
る
機
器
に
お
い
て
臨
界
事
故
が
発
生
し
た

と
判
定
し
た
場
合
。

可
溶
性
中

性
子
吸

収
材
の

手
動
供

給
の

た
め
建

屋
内
へ

移
動

供
給
容
器

へ
の
可

溶
性
中

性
子
吸

収
材

供
給
，

供
給
ポ

ン
プ
操

作
（

手
動
）

凡
例

可
溶
性
中

性
子
吸

収
材
の

供
給
開

始
（

自
動
）

確
認

・
中
央
制

御
室
の

監
視
制

御
盤
に

お
い
て
重

大
事
故

時
可
溶

性
中
性

子
吸
収
材

供
給
弁

「
開
」

確
認

Ｃ
：
臨
界

事
故
に

よ
り
発

生
す
る

放
射

線
分

解
水
素

の
掃
気

主
排
気
筒

か
ら
大

気
中

へ
の
放
出

状
況
監

視

Ａ
：
廃
ガ

ス
貯
留

設
備
に

よ
る
放

射
性
物
質

の
貯
留

Ｂ
：
廃
ガ

ス
貯
留

設
備
に

よ
る
放

射
性
物
質

の
貯
留

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

：
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
供
給

：
自
主
対
策
設
備
を
用
い
た
対
応

                     

 

第
７
図

 
精
製
建
屋

 
臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策
に
お
け
る
対
応
フ
ロ
ー
（
１
／
２
）

 

222



 

塔
槽
類
廃

ガ
ス
処

理
系
（

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

系
）
へ

の
系

統
切
替

の
実
施

判
断

・
廃
ガ
ス

貯
留
槽

内
の
圧

力
が

0.
4Ｍ

Ｐ
ａ

[g
a
ge
]

ま
で
上

昇

廃
ガ
ス
貯

留
設
備

の
隔
離

弁
「
閉

」
及
び

空
気
圧

縮
機

「
停
止

」
（
手

動
）

：
操
作
・
確
認

：
判
断

：
監
視

：
廃
ガ
ス
貯
留
設
備
に
よ
る
放
射
性
物
質
の
貯
留

臨
界
事
故
に
よ
り
発
生
す
る
放
射
線
分
解
水
素
の
掃
気

凡
例

塔
槽
類
廃

ガ
ス
処

理
系
（

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

系
）
流

路
「

遮
断
」

廃
ガ
ス
貯

留
設
備

の
隔
離

弁
「
開

」
及
び

空
気
圧

縮
機

「
起
動

」
（
自

動
）

中
央
制
御

室
の
監

視
制
御

盤
に
お

い
て
塔

槽
類
廃

ガ
ス

処
理
系

（
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
系
）

の
隔
離

弁
「
閉

」
確

認
中

央
制
御

室
の
監

視
制
御

盤
に
お

い
て
廃

ガ
ス
貯

留
設

備
の
隔

離
弁
「

開
」
及

び
空
気

圧
縮
機

「
起
動

」
確

認
中

央
制
御

室
の
安

全
系
監

視
制
御

盤
に
お

い
て
塔

槽
類

廃
ガ
ス

処
理
系

（
プ
ル

ト
ニ
ウ

ム
系
）

の
排
風

機
「

停
止
」

確
認

塔
槽
類
廃

ガ
ス
処

理
系
（

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

系
）
の

隔
離

弁
「
開

」
及
び

排
風
機

「
起
動

」
（
手

動
）

廃
ガ
ス
貯

留
槽
へ

の
導
出

開
始
確

認
中

央
制
御

室
の
監

視
制
御

盤
に
お

い
て
，

以
下
を

確
認

す
る
。

・
廃
ガ
ス

貯
留
設

備
の
圧

力
計
の

指
示
値

上
昇

・
廃
ガ
ス

貯
留
設

備
の
放

射
線
モ

ニ
タ
指

示
値
上

昇
・

廃
ガ
ス

貯
留
設

備
の
流

量
計
の

指
示
値

上
昇

ま
た
，
中

央
制
御

室
の
安

全
系
監

視
制
御

盤
に
お

い
て

，
以
下

を
確
認

す
る
。

・
塔
槽
類

ガ
ス
処

理
系
（

プ
ル
ト

ニ
ウ
ム

系
）
の

圧
力
指
示

値
が
水

封
部
の

水
頭
圧

に
相
当

す
る
圧

力
範
囲
内

で
あ
る

こ
と

放
出
経
路

復
旧
の

成
否
判

断
・

中
央
制

御
室
の

安
全
系

監
視
制

御
盤
に

お
い
て

排
風
機
の

運
転
表

示
・

中
央
制

御
室
の

安
全
系

監
視
制

御
盤
に

お
い
て

廃
ガ
ス
洗

浄
塔
入

口
圧
力

計
の
指

示
値
が

負
圧
を

示
し
た
こ

と

臨
界
事
故

に
よ
り

発
生
す

る
放
射

線
分

解
水
素

の
掃
気

の
た
め

建
屋
内

へ
移

動

放
射
線
分

解
に
よ

り
発
生

す
る
水

素
の

掃
気
の

た
め
の

空
気
供

給
停
止

Ｃ
：
臨
界

事
故
に

よ
り
発

生
す
る

放
射
線

分
解
水

素
の
掃

気
Ｂ

：
廃
ガ

ス
貯
留

設
備
に

よ
る
放

射
性

物
質
の

貯
留

Ａ
：
廃
ガ

ス
貯
留

設
備
に

よ
る
放

射
性

物
質
の

貯
留

一
般
圧
縮

空
気
系

接
続
（

手
動
）

一
般
圧
縮

空
気
系

の
供
給

弁
操
作

（
手
動
）

臨
界
事
故

に
よ
り

発
生
す

る
放
射

線
分
解
水

素
の
掃

気
の
成

否
判
断

・
可
搬
型

貯
槽
掃

気
圧
縮

空
気
流

量
計
の

指
示
値

が
６
ｍ

3 ／
ｈ

[
no
r
ma
l
]以

上
の
確
認

可
搬
型
貯

槽
掃
気

圧
縮

空
気
流
量

計
の
指

示
値

継
続
監
視

                      

第
７
図

 
精
製
建
屋

 
臨
界
事
故
の
拡
大
防
止
対
策
に
お
け
る
対
応
フ
ロ
ー
（
２
／
２
）

 

223



 

（
建
屋
境
界
）

可
搬
型
可
溶
性
中
性
子

吸
収
材
供
給
器

臨
界
事
故

の
発
生

を
想
定

す
る
機

器

弁
・
ダ
ン
パ
（
開
）

本
対
応
で
使
用
す
る
設
備

（
太
い
実
線
）

凡
例

                     

第
８
図

 
精
製
建
屋
の
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
手
動
供
給

 
概
要
図

 

 

224



 

 

 

第
９
図

 
精
製
建
屋
の
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
の
手
動
供
給

 
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

 

経
過

時
間

（
時

：
分

）

備
　

　
考

・
可

搬
型

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
供

給
器

に
よ

る
可

溶
性

中
性

　
子

吸
収

材
の

手
動

供
給

２

要
員

数

ａ
，

ｂ

所
要

時
間

（
時

：
分

）

0
:
1
5

対
策

作
業

可
溶

性
中

性
子

吸
収

材
の

供
給

未
臨

界
へ

の
移

行

作
業

番
号

１

0
:1
0

▽
事
象
発
生

0
:2
0

0
:3
0

0
:4
0

0
:5
0

1
:0
0

225



 

  
 

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備

 

第
10

図
 
配
置
図
（
自
主
対
策
設
備
）
精
製
建
屋

 
地
上
１
階

 

可
搬
型
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
供
給
器

 

226



 

  

精
製
建
屋
一
時
貯
留
処
理
設
備

 

可
搬
型
可
溶
性
中
性
子
吸
収
材
供
給
器

 

第
11

図
 
配
置
図
（
自
主
対
策
設
備
）
精
製
建
屋

 
地
上
４
階

 

227



 

（２）その他の自主対策設備 

（１）に示す設備とは別に，更なる安全性向上の観点から，以下の設

備を設置する。 

  

ａ．臨界事故の発生を想定しない機器に対する未臨界確保設備 

全濃度安全形状寸法管理の機器からの移送経路を有する機器のうち，

物理的に臨界事故の発生が想定し得る機器に対しても，万一の臨界事故

の発生に備え，可溶性中性子吸収材を供給するための配管を設ける設計

とするとともに，可溶性中性子吸収材を配備する。 

ただし，連続プロセスにあって，種々のプロセス上の条件が変化した

場合でも未臨界を維持できることを確認できた機器については，臨界事

故の発生が想定されないため，本設備を設置する対象から除く。 

 

 上記未臨界確保手段を設ける設備を表－１に示す。 
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表－１ 未臨界確保手段を設ける設備 

 

 

 

建屋 対象機器 

前処理建屋 中継槽 

計量前中間貯槽 

分離建屋 第３一時貯留処理槽 

第４一時貯留処理槽 

第６一時貯留処理槽 

第９一時貯留処理槽 

相分離槽 

低レベル無塩廃液受槽 

精製建屋 供給液受槽 

低レベル無塩廃液受槽 

プルトニウム精製塔セル漏えい液受皿 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿１ 

放射性配管分岐第１セル漏えい液受皿２ 

プルトニウム濃縮缶供給槽セル漏えい液受皿 

油水分離槽セル漏えい液受皿 

プルトニウム溶液一時貯槽セル漏えい液受皿 

ウラン・プル

トニウム混

合脱硝建屋 

凝縮廃液貯槽 
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ＳＡバウンダリ系統図（参考図） 
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（可搬型設備と常設設備はコネクタにより接続）

前処理建屋の臨界事故に対処するための設備の機器配置概要図

（地上１階） 
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精製建屋の臨界事故の拡大を防止するための設備の機器配置概要図 
（地下１階） 
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精製建屋の臨界事故の拡大を防止するための設備の機器配置概要図

（地上１階）
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す
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／
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．
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１．臨界事故への対処に用いる重大事故等対処施設の耐放射線性 

 臨界事故が発生した場合，臨界事故が発生した機器から核分裂に伴って

放出される放射線及び放射性希ガス等に係る放射線に晒される。 

 その場合であっても，臨界事故への対処に用いる重大事故等対処施設が

機能を喪失しないことを確認する。 

 

２．対象となる重大事故等対処施設 

 臨界事故への対処に用いる重大事故等対処施設を分類した表を第 1 表

に示す。 

 

３．個別機器に対する評価 

３．１ 分類１に属する機器について 

 分類１に属する機器は，臨界事故による放射線に晒されるが，主要材料

がステンレス鋼及びろ材であり，放射線により劣化することはないため，

機能に影響はない。 

 

３．２ 分類２に属する機器について 

分類２に属する機器は，臨界事故による放射線に晒されるが，主要材料

がステンレス鋼及びろ材であり，放射線により劣化することはないため，

機能に影響はない。 

 

３．３ 分類３に属する機器について 

分類３に属する機器は，臨界事故による放射線に晒されるが，主要材料

がステンレス鋼及びろ材であり，放射線により劣化することはない。また，

機械的な駆動部に用いられるグリースについては，種々の機器に対して実

施された耐放射線性に係る文献（文献１）において、0.3MGy まではグリ

ースは使用可能であることが示されており、また機械的な駆動部はセル内

には存在しないため，多量の放射線に曝露されることはない。 

以上より，放射線に晒された場合でも機能に影響はない。 

 

３．４ 分類４に属する機器について 

分類４に属する機器は，臨界事故による放射線に晒されるものの，設置

場所が臨界事故の発生が想定される機器が設置されるセルから離れた場

所（中央制御室を含む）であり，臨界事故による多量の放射線に晒される

ことはない。 
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３．５ 分類５に属する機器について 

分類５に属する機器は，臨界事故による放射線に晒される。また，これ

らの計器には多数の電子部品が使用されていることから，放射線曝露時の

機能喪失の可能性を検討する。 

 

ａ．臨界検知用放射線検出器 

  臨界検知用放射線検出器は，臨界事故の発生を検知する目的で設置

されるものであり，検知性の観点で，可能な限り臨界事故の発生を想

定する機器の近傍に設置する必要がある。 

  そのため、臨界事故発生時には多量の放射線に曝露されることとな

り，曝露後に機能を維持できるか否かを検討する。 

 

  臨界検知用放射線検出器は，ガンマ線を計測するものであり，一般

的なガンマ線検出器の構成としては検出素子、信号増幅部（プリアン

プ）、計数回路が挙げられる。 

  このうち，信号増幅部には電解コンデンサなどの受動素子以外に IC

などの能動素子が使用されており、これらに大線量が印加された場合

に故障を起こす可能性があることから，もっとも放射線感受性が高い

と考えられる。 

   

  臨界検知用放射線検出器に対する耐放射線性のデータは有しない

ものの，ガンマ線を測定する検出器であり，臨界事故の検知に用いら

れる臨界警報装置については，過去に実施された試験結果がある。 

  その試験に係る文献（文献２）を参照すると，104R（100Ｇｙ）照射

までは性能に問題は無く，105R（1000Ｇｙ）照射以降に健全性が損な

われた旨の記載がある。 

 

  また，別の文献（文献３）においても，信号増幅部であるプリアン

プに用いられる部品に係るデータシートを確認し，もっとも放射線感

受性が高い素子であっても 103R（10Ｇｙ）までは健全性を維持できる

と評価されている。 

  

  一方，臨界事故が発生した場合の線量は，臨界検知用放射線検出器

が設置される地点において，最大でも数Ｓｖ／ｈであると見積もられ、

同線量に晒される期間は重大事故時可溶性中性子吸収材が供給され

るまでの期間であるため、積算線量は数Ｓｖと見積もられる。 
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  以上より，臨界事故による高線量に曝露された場合でも，臨界検知

用放射線検出器は機能低下しないと考えられる。 

 

  なお，上記試験結果によらず，臨界検知用放射線検出器は高い信頼

性が要求されることから，臨界検知用放射線検出器が故障した場合に

は故障警報を発することで，速やかに故障に気づけるよう措置する。 

 

 ｂ．廃ガス貯留設備等の計器群について 

  廃ガス貯留設備等に付属する計器については，臨界事故が発生した

セルから十分な距離及び遮蔽を介して放射線が入射するため，臨界事

故が発生した機器からの放射線については考慮不要であるが，放射性

希ガス等が流入することにより，主に廃ガス貯留槽周辺の線量率が増

大する。 

 

  計器の耐放射線性については，ａ．に示した臨界検知用放射線検出

器と同程度と考えられる。 

  （文献２によれば，冷却水流量を計測する流量計においては，50Ｍ

Ｇｙの照射時においても機能は健全であった。） 

 

  一方で，臨界事故が発生し，廃ガス貯留設備に放射性希ガスが貯留

された場合を想定しても、廃ガス貯留槽から１ｍ離れた地点での線量

は数十Ｓｖ／ｈであると見積もられ、また，時間による減衰によりさ

らに線量は低下していくことから，積算線量は数十Ｓｖと見積もられ

る。 

 

  また，廃ガス貯留槽に計器を設置する場合には，廃ガス貯留槽から

の放射線を受けにくいような配置上の考慮を行なうことから，臨界事

故による高線量に曝露された場合でも，計器は機能低下しないと考え

られる。なお，これらの計器は多重化されており，仮にどちらか一方

の機能が喪失した場合でも重大事故対処を継続できる。 

 

４．参考文献 

(1) 草野譲一（編）．J-PARC 使用予定材料・機器の耐放射線特性試験報

告集，日本原子力研究開発機構，2008，JAEA-Review 2008-022． 
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第 1 表 臨界事故への対処に用いる重大事故等対処施設 

分 類 番

号 

分類 具体的な機器例 

分類１ 配管・静的機器

（貯槽、手動弁，

フィルタ等）

代替可溶性中性子吸収材緊急供給槽 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給系の主配

管 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給槽 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給系の配

管 

廃ガス貯留設備の廃ガス貯留槽 

廃ガス貯留設備の配管 

廃ガス処理設備の凝縮器 

廃ガス処理設備の高性能粒子フィルタ 

廃ガス処理設備の配管 

機器圧縮空気供給配管の配管・弁 

可搬型建屋内ホース 

分類２ 自動弁（空気作

動弁又は電 磁

弁） 

代替可溶性中性子吸収材緊急供給弁 

重大事故時可溶性中性子吸収材供給弁 

廃ガス貯留設備の隔離弁 

廃ガス処理設備の隔離弁 

分類３ 動的機器（排風

機，空気圧縮機） 

廃ガス貯留設備の空気圧縮機 

廃ガス処理設備の排風機 

分類４ 電子機器 緊急停止系 

臨界検知用放射線検出器の制御回路 

分類５ 計器 臨界検知用放射線検出器 

中性子線用サーベイメータ 

ガンマ線用サーベイメータ 

溶解槽圧力計 

廃ガス洗浄塔入口圧力計 

廃ガス貯留設備の圧力計，流量計，放射線

モニタ

主排気筒の排気モニタリング設備
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廃ガス処理設備の滞留時間 
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１．概要 

  臨界事故が発生した場合には，直ちに臨界事故が発生した機器と接続

される廃ガス処理系統の経路を自動で切り替え，廃ガス貯留槽への経路

を確立し，空気圧縮機を用いて廃ガス貯留槽に放射性物質を含む気体を

貯留することとしている。 

  ここでは，臨界事故が発生した機器から廃ガス処理設備の排風機まで

の気体の滞留時間（以下，「廃ガス処理設備の滞留時間」という。）を算

出し，廃ガス貯留槽への経路を確立するまでに時間余裕があることを確

認する。 

 

２．廃ガス処理設備の滞留時間 

 (１) 計算方法 

   臨界事故が発生した機器から廃ガス処理設備の排風機間において

は，臨界事故が発生していない他の機器からも空気が配管内に吹き込

まれ，流路内で風量が増加するため，廃ガス処理設備の滞留時間は風

量が同じ区間毎に以下式で算出し，それらの値を合算して求める。 

 

  廃ガス処理設備の滞留時間[ｍｉｎ] 

  ＝系統内の容積（配管及び機器容量）［ｍ３] 

÷（廃ガス処理設備の平常運転時の風量＋プラトー期に発生する 

水素量）[ｍ３／ｈ]）×60[ｍｉｎ／ｈ] 

 

   なお，バースト期に発生する水素量［ｍ３］を考慮し，臨界事故が

発生した機器から風量が増加するまでの区間における配管及び流路

中の機器容量からバースト期に発生する水素量 0.13[ｍ３]を差し引

く。 

 
 (２) 計算結果 

   廃ガス処理設備の滞留時間の計算結果を第２－１表に示す。第２－

１表に示すとおり，廃ガス処理設備の滞留時間は最短の機器でも約

0.9[ｍｉｎ]である。これは，臨界事故の発生後に直ちに実施する廃

ガス貯留槽への経路確立に比較して時間余裕があり，問題はない。 

 

  

302



第２－１表 廃ガス処理設備の滞留時間 

建屋 臨界事故の発生を想定する機器 
廃ガス処理設備の 

滞留時間[ｍｉｎ] 

前処理建屋 

溶解槽Ａ 約 2 

溶解槽Ｂ 約 2 

エンドピース酸洗浄槽Ａ 約 4 

エンドピース酸洗浄槽Ｂ 約 4 

ハル洗浄槽Ａ 約 5 

ハル洗浄槽Ｂ 約 5 

精製建屋 
第５一時貯留処理槽 約 0.9 

第７一時貯留処理槽 約 1 

 

303



令和２年４月 13 日 R1 

補足説明資料 2-14（３４条）

304



試験検査 
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補 2-14-1 
 

（１） 可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備 

 ａ．緊急停止系の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 外観点検 外観上,異常が無いことを確認する。 

停止中 
外観点検 

動作確認 

外観上,異常が無いことを確認する。 

模擬入力等により，問題なく動作する

ことを確認する。 

 

ｂ．代替可溶性中性子吸収材緊急供給系及び重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 

の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 
外観点検 

パラメータ確認 

外観上,異常が無いことを確認する。 

貯槽について，液位を確認する 

停止中 

分解点検（員数確

認，性能確認含む） 

漏えい確認 

外観点検 

弁については，分解して状態確認後，

消耗品を交換する。組み立て後，異常

なく動作することを確認する。 

貯槽については，漏えい確認を実施す

る。 

外観上,異常が無いことを確認する。 

 

ｃ．可溶性中性子吸収材の自動供給に使用する設備の機能性能試験 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 機能性能試験 構成品の状態を確認＊する 

＊：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし, 重大事故時可溶性中性

子吸収材に変わり硝酸を対象機器等へ注水することを計画。  
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補 2-14-2 
 

（２）臨界事故により発生する放射線分解水素の掃気に使用する設備 

ａ．機器圧縮空気供給配管・弁，安全圧縮空気系及び一般圧縮空気系の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 外観点検 
流路について，外観上,異常が無いこ

とを確認する。 

 

ｂ．可搬型建屋内ホース（建屋内ホース,減圧弁,流量調節弁,接続金具）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
可搬型建屋内ホースについて，外観

上,異常が無いことを確認する。 

動作確認 

減圧弁,流量調節弁について，稼動部

の動作に異常が無いことを確認する。

必要に応じ取替える。 

 

 ｃ．放射線分解水素の掃気に使用する設備の機能性能試験 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 機能性能試験 

構成品（事故対処時の系統構成に必要

となる可搬型重大事故等対処設備等）

の状態を確認＊する 

＊：使用前事業者検査においては設計の妥当性確認を目的とし,建屋内で常設,可搬型重

大設備の可能な範囲での接続確認を実施（系統構築が可能なことを確認）。 

 

  

307



補 2-14-3 
 

（３）廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備 

ａ．廃ガス貯留設備及び廃ガス処理設備の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 外観点検 外観上，異常が無いことを確認する。 

停止中 

分解点検（員数確

認，性能確認含む） 

外観点検 

分解して状態確認後，消耗品を交換す

る。組み立て後，異常無く動作するこ

とを確認する。 

外観上，異常が無いことを確認する。 

 

ｂ．廃ガス貯留設備（空気圧縮機）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 
外観点検 

起動試験 

外観上，異常が無いことを確認する。 

運転号機の切替実施の後，運転状態を

確認する。 

停止中 

分解点検（員数確

認，性能確認含む） 

外観点検 

分解して状態確認後，消耗品を交換す

る。組み立て後，異常なく動作するこ

とを確認する。 

外観上，異常が無いことを確認する。 

 

ｃ．廃ガス貯留設備（廃ガス貯留槽）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 外観確認 外観上，異常が無いことを確認する。 

停止中 漏えい確認 漏えい確認を実施する。 

 

 ｄ．廃ガス貯留設備による放射性物質の貯留に使用する設備の機能性能試験 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

停止中 機能性能試験 

廃ガス処理設備から廃ガス貯留設備

への系統の切り替えが実施できるこ

とを確認する。 
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補 2-14-4 

ｅ．廃ガス処理設備（排風機）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中 
外観点検 

起動試験 

外観上，異常が無いことを確認する。 

運転号機の切替実施の後，運転状態を

確認する。 

停止中 

分解点検（員数確

認，性能確認含む） 

外観点検 

分解して状態確認後，消耗品を交換す

る。組み立て後，異常なく動作するこ

とを確認する。 

外観上，異常が無いことを確認する。 

ｆ．廃ガス処理設備（高性能粒子フィルタ）の試験検査 

再処理施設の状態 項 目 内 容 

運転中又は停止中 

外観点検 
外観上，異常が無いことを確認する。 

パラメータ確認（差

圧） 

フィルタ差圧を確認する。
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保管場所図 
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精製建屋 
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